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開会 午前９時３０分 

 

○議長（橋本謙司君） 

  皆さんおはようございます。 

  それでは、３月議会の３日目を始めたい

と思います。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。

質問者は質問者席に登壇して質問を行って

ください。 

  持ち時間は質問及び答弁を合わせて５０

分といたします。 

  管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  皆様おはようございます。 

  ５番・管野英美子でございます。 

  議長の御指名を受けましたので一般質問

をさせていただきます。大変多岐にわたっ

ていますので、簡潔でわかりやすい答弁を

よろしくお願いいたします。 

  まずは防災についてです。 

  防災行政無線について、３月１日の全員

協議会で御説明いただき、規則も御提示い

ただきました。また、今週初めには戸別受

信機の運営要項もいただきました。３月１

９日・２０日の試験放送を広報「とよの」

３月号に告知いただきましたが、４月１日

運用開始ということでよろしいでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今現在、４月１日運用開始に向け準備を

進めております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  続いて戸別受信機についてです。済みま

せん、漢字が間違っておりました。戸とい

う字ですね。 

  １２月議会では１１月末で避難行動要支

援者世帯が１４、土砂災害特別警戒区域に

居住されている世帯が４、自治会館や介護

施設等が４７で合計６５台。また避難行動

要支援者への配付では、申し込みのなかっ

た世帯について１２月の名簿の更新に合わ

せて直接郵送でお知らせすると答弁いただ

いております。現在の配付状況をお聞かせ

ください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  戸別受信機の配付の状況でございますけ

ども、平成２９年度の避難行動要支援者名

簿の更新、１２月に行いましたが、１２月

１９日付でその名簿の対象となる方に直接

郵便でお知らせをしたところでございます。

対象は４５２世帯ございまして、そのうち

申し込みがございまして貸与を決定いたし

ました世帯は７３世帯ということでござい

ます。 

  一方、土砂災害特別警戒区域は申し込み

は３件ございまして、その３件ということ

で避難行動要支援者は７３、土砂災害区域

が３件ということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ダイレクトメールで随分ふえたのでよか

ったなと思いました。 

  これは情報を提供されるということで、
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結局その後どう避難をするかということ、

そっちも大切なことだと思いますので、御

近所しっかりと仲よく暮らすというのが一

番かなと思います。 

  また、運用要項にありましたが、外部ア

ンテナの設置の有無とありますが、個別に

工事をされるのでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  基本的にアンテナはなくても戸別受信機

で受信はできるわけでございますが、一軒

一軒調べまして、電波の状況が悪ければ外

部にアンテナをつけるということでござい

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  丁寧な対応でいいなと思います。 

  試験放送の結果で聞こえなかった世帯に

ついてはどのようにお考えですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  試験放送につきましては３月の１９日の

月曜日と２０日の火曜日、２日間、昼の１

２時半に実施ということで考えております。

これは職員のほうが音が出ているかどうか

を確認をするというようなものでございま

して、この試験放送の主な目的でございま

すけども、これは本庁にございます親局か

ら各小局、外部スピーカーですけども、そ

れに電波が届いているかどうかを試験をす

ること。それからその子局、スピーカーか

らの音声が出ているかどうか、これを確認

するものでございまして、その各地域で各

御家庭で音が聞こえないとかそういうこと

を試験をするというものではない、そうい

う試験でございます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  この防災行政無線は１４全自治会の要望

で設置が実現できたものですので、この試

験放送を経てこれからの運用について住民

の皆さんと一緒に考えていきたいなと思っ

ています。 

  次の質問にまいります。 

  災害時の避難について、在宅介護をされ

ている方の災害時の避難については夏のタ

ウンミーティングを傍聴させていただいた

ときに伺ったお話で、９月議会で質問をさ

せていただきました。さらに、今、障害者

福祉計画等を策定中ですが、委員会を傍聴

させていただいて、障害者に配慮した避難

所のことも議論されていて、またありがた

いことに施設の管理者からも取り組むよう

にと発言されていて、事務局も踏み込んで

記載させていただきたいと答弁されていま

す。それぞれの施設で協定は必要ですが、

一時的に避難ができるような体制、福祉施

設との協議の進捗状況をお聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  進捗状況でございますが、現在要支援者

が安心して避難できる施設、例えば、今、

議員がおっしゃいましたように特別養護老

人ホーム、それから障害者施設ということ

で、そちらの施設の方々と、今、調整をさ

せていただいているところでございまして、

早期に、今、議員がおっしゃいましたよう

な協定についてはできるところから順次結
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んでいきたいと考えでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  障害者福祉計画等に盛り込んでいただけ

るということなので、早急に対応していた

だきたく思います。よろしくお願いいたし

ます。 

  続いて豊能再始動計画についてお尋ねを

します。 

  財政運営の改革として歳入確保をうたわ

れております。来年度も約１７億円の町税

収入に対して６５億円の住民サービスを示

されております。歳入確保の中で受益者負

担の適正価格と利用の公平性について問い

たいと思います。 

  公民館の使用料、老人福祉センターのお

風呂、「おでかけくん」等々ありますが、

老人福祉センターは今あり方検討会で審議

されていて、今月末に提言をされるという

ことですので、きょうは公民館と「おでか

けくん」について具体に質問させていただ

きます。 

  まずは公民館。平成２６年１２月、委員

会、本会議ともに料金の改定を否決しまし

た。町全体の施設のことも、また公民館の

あり方も考えていただきたいと反対しまし

た。そのときのことです。公費負担を５

０％、使用者５０％という原価計算をされ

ているということで、その基準に値上げと

いうことでした。また財政健全化推進プラ

ンでうたっているとのことでした。この効

果額は２つの公民館でたった４４万円でし

た。値上げをしたらサービスを求められる。

委員会では行政からも便座が冷たいとの発

言がありました。公民館は仮予約をしてブ

ッキングをしたらくじ引きという一定の公

平性は保たれていると思いますが、この公

費負担５０％、使用者５０％という数字は

適正価格とお考えですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今おっしゃいましたとおり、３月１日の

全協で豊能再始動計画をお示しをいたしま

した。その中で使用料・手数料につきまし

ては平成３１年１０月の改定を目指してと

いうことで御報告をさせていただいたとこ

ろでございます。平成３１年１０月は消費

税率が１０％に引き上げられるということ

で、その折に使用料・手数料についてもそ

れにあわせて引き上げるという方向で考え

ておるところでございます。 

  今、御質問のコストの負担の仕方でござ

いますけども、コストにつきましてはまた

その３１年１０月に向けまして、今年度か

ら３０年度からまた新たに計算をし直しま

してまた近隣の市町村の状況も踏まえまし

て適正な受益者負担、使用料・手数料のあ

り方というものを検討したいと思っており

ますが、そのコストの半分を住民が負担す

るという考え方、平成２６年１２月の議会

でお示しをいたしましたけども、その考え

方を踏まえるとは思いますけども、その負

担のあり方、コストをどれぐらい住民の皆

さんに負担をしていただけるかということ

については今後プロジェクトチーム内で十

分検討して、庁内部、部長会、政策会議で

図り決定をしていきたいと思っておりまし

て、今そのコストの負担を何パーセントと

いうことを決めているものではございませ

ん。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  では、２６年１２月に審査しました、そ

の町全体の施設を考えてというのはやって
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いただけるんですか。シートスや老人福祉

センターも含めてです。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  使用料・手数料につきましては、公民館

だけではなくて全ての施設についてコスト

の計算をし、また近隣の市町村の状況も見

させていただくということでございます。

シートスなどは民間との協働ということも

ありましょうし、公民館なんかはもう公立

というような考え方もありましょうし、そ

のようなもの、近隣の状況も見て、また民

間の状況も見て決めなければならないとい

うふうに思っております。 

  御質問、全ての施設かということについ

ては、全ての施設を調べさせていただくと

いうことでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  住民からの収入というのはわずかなもの

かもしれませんが、公平性を保っていただ

きたいなと。使う人と使わない人と公平性

を保っていただきたいなと思いました。 

  続いて、「おでかけくん」についてです。

こちらはもっと問題だと思っています。利

用者の公平性もです。予約が重なったら利

用できませんとあります。私にはいつも利

用できないとの電話もありましたので、い

つ電話をされて、いつの御予約でしたかと

聞き返すと、おっしゃってくださらないん

です。いつも使えないというのは風評被害

かもしれませんが、実際に車が休んでいる、

動いていないのかとも言われています。利

用の現状は数字をいただいています。利用

登録者は約３００と余り変わりませんが、

利用が減っている。福祉タクシーでも５０

０円分として使えるのでそちらに行かれて

いる人もいるとのことですが、把握されて

いるところで結構ですので、この運行の現

状についてお聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  ２８年度の実績でございますが、今、議

員がおっしゃいましたように登録者数は約

３００ということでございます。 

  それから運行実績につきましては、全て

合わせまして5,３８８回ということでござ

いまして、そのうち「おでかけくん」が1,

４６８回ということですので、引き算いた

しますと、京都タクシーとかそれから阪急

タクシー、それからいろいろ合計９社につ

いて、介護タクシーも含めて委託をしてお

るわけですけども、そちらに回っているの

が3,９２０回ということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  では現在の委託契約はいつまでで、この

先どのように運営される御予定ですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  現在の契約期間でございますが、契約に

ついては３年契約で結んでございまして、

現在は平成２７年度から平成２９年度、今

年度末でございますので、あと一月足らず

のことでございます。平成３０年度からは

新たに委託事業者を選定し進めることとさ

せていただきますが、今後の予定といたし

ましては４月・５月で事業者選定を行いま

して、その間３０年４月と５月については

現在の事業者と契約をさせていただいて、
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６月から新たに選定する事業者と３年間の

契約を締結するというようなことでござい

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  では適正価格について伺います。 

  例を挙げると、市立池田病院に行くのに、

私が住んでいる新光風台からはバスで１５

０円、能勢電３１０円、阪急電車が１５０

円で片道６１０円かかります。「おでかけ

くん」の利用には介護認定者で年会費が1,

０００円、利用料は２００円です。「おで

かけくん」で病院に送っていけばその車が

一旦戻ってきます。往復で片道は空で走る

ことになります。巡回バスよりも随分効率

の悪い運行かと思います。しかも車は２台

しかありません。「おでかけくん」ならド

ア・トゥ・ドアです。ガソリン代が今は１

リットル１４０円強します。ハイブリッド

車でもありませんし経費もかかります。も

し次もどこかに委託をと考えておられるな

ら、その委託先は持続可能な、少なくとも

３年はやっていただける体制にしたほうが

よいと思いますが、現在のお考えをお聞か

せください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  その点につきましては応益負担のあり方

の考え方だと思います。それについてはや

はり、先ほど議員もおっしゃいました本人

負担２００円ということで、近隣の川西、

池田、箕面市の市立病院に行っても町内の

移動であっても２００円ということになり

ます。ですので本人の負担が距離的それか

ら使用時間的に見まして、応益負担の見地

からすると公平性が担保されているのかど

うかということにつきましては一定整理を

させていただき、今後、豊能町地域公共交

通会議に諮らせていただいて検討してまい

りたいと考えております。 

  それからその上で必要であれば、やっぱ

り利用者の応益負担額、これと運行の委託

契約、これについては、先ほど申し上げま

した公共交通会議に諮りながら、本町の市

町村運営有償運送事業ということで行って

おりますので、これが安定継続もできるよ

うに努めてまいりたいと考えてございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  今議会の国保診療所の特別会計の予算で

送迎も計画されていますが、特別会計です

ることなのかなと考えていただきたいと思

いますし、町全体の高齢者の交通手段をも

っともっと真剣に考えていただきたいと思

います。地域公共交通会議は２年で３回し

かやっていませんと委員の方が嘆いておら

れました。この国保診療所のことは予算特

別委員会でやりますが、「おでかけくん」

につきましては適正価格も含めて、運用の

公平性も合わせて考えていただきたいと思

います。また６月議会で再度運行について

問いたいと思います。 

  続いて学校再配置にかかわる問題につい

て。 

  中学校の給食についてです。 

  導入当初から毛髪やビニール片の混入、

賞味期限切れの牛乳など、導入当初は３カ

月で６０件のトラブルという新聞報道もあ

りました。さまざまな問題のあったこの４

年間です。導入に約2,７００万円、業務委

託料も毎年約2,５００万円かかっていると

のことです。パンメニュー、クリスマスメ

ニュー、卒業祝いデザートなどメニューの

工夫をされていますが、一向に減らない残
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渣。多くの保護者の方々が給食を望んでお

られること、この給食とは自校式ならと思

っておられたらしいのですが、最近のお子

さんのお弁当を見ても冷凍食品のオンパレ

ード。デリバリーの給食とさほど変わらな

ければ現状は仕方がないとも思いますが、

本当に多くの残渣は気になりますし問題で

す。導入のときに教育委員会はこうもおっ

しゃっていました。生徒が同じものを一緒

に食べる。中学校は健全な成長のために必

要な栄養素の量が一生のうちで最も多くな

っていく時期であり、より栄養バランスに

配慮した給食を成長盛りの中学生に安定的

に提供することにより、生徒の一層の体力

増進と学力向上に寄与する。今、学校では

学力向上プランで各学校に担当の教諭をつ

けて頑張っておられますし、全国学力学習

調査の結果を見ても優秀な成績、この導入

時の説明、学力向上に寄与するとは矛盾し

ているかなと思いました。契約にはあと１

年ありますが教育に関する事務の管理及び

執行の点検評価調書には契約更新を円滑に

行うこととあります。この調書は学校再配

置が決定する前に作成されたものですが、

この後の４年間をどのようにお考えですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  おはようございます。 

  中学校給食の件でございますけれども、

中学校給食の件につきましては、今、一応

デリバリー方式で実施をしておりまして、

学校再配置のことにつきましても平成３５

年４月を目指すということで、現在教育大

綱のほうでお示しをいただきました。それ

にあわせまして、そのときには自校方式の

給食を実施するということもあわせて教育

大綱のほうで示されております。それまで

の間につきましては現在のデリバリー方式

を続けていくということにしております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  何度もこの給食のことを議会で伺いまし

た。食材についても最初の説明と違うこと

が多過ぎました。保護者にもお友達のお子

さんにも現状を伺いました。中にはもう自

分でつくるから給食をとめてほしいと直訴

されたこともありました。池田町長、新谷

教育長にも就任されたときに給食のことを

伺いました。導入されたときの御苦労も御

答弁いただきました。しかし食べるのは子

どもたちと現場の先生なんです。再度のア

ンケート、生徒会、ＰＴＡとの話し合い、

保護者と生徒が食育について向き合うよい

機会だと思いますが、議論する場を考えて

いただけませんか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  中学校給食でございますけれども、先ほ

どから残渣が一向に減らないというような

お話もございましたが、１月の実績で申し

上げますと２０１５年度は３６％ございま

した。２０１６年には２8.５％ございまし

たが、現在は２4.１％ということで、学校

の先生方の努力もあると思いますし中学校

におります栄養職員の努力もあると思いま

すけども、一定残渣量は減ってきておりま

す。また中学校の生徒会が業者のほうに視

察に行きまして、どのような過程でつくら

れているかというのを自分らで見て、学校

のほうにその行程も入っておりまして、生

徒自身も給食、デリバリー方式の給食につ

いて理解しようという一定の努力もしてお

ります。また小学校の６年生が中学校の体
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験等で各中学校へ来ましたときに、あわせ

て給食の試食会も実施しておりまして、ア

ンケートもとっております。そのアンケー

トの結果を見ますと、おいしいという割合

が７５％、おいしくないという割合が６％

でございます。おいしくないと言われるの

も６％ございますけれども残渣はゼロとい

う状態でございまして、小学生６年生を対

象に、それと小学校６年生の保護者を対象

にする試食会では、いずれも会の残渣がな

いというような状況になっておりまして、

その子たちが順番に１年生に上がってくる

ような形になっておりまして、今現在、中

学校のほうもだんだん落ちついてきて、残

渣も減ってきて、完食率がふえているとい

うような状況でございますので、もう少し

これからも、独自デザートをつけるとか、

子どもたちが欲しいというような一品をつ

けるとかいうようなことをいろいろと改良

することによって残渣も減って、必要な栄

養が皆さんにとれるように教育委員会とし

ても努力していきたいと思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  残渣が減っているというのは喜ばしいこ

とかもしれませんが、例えば４０％残渣が

あったとき、１００％食べる子もいれば全

部残すという子もいるので先生方の指導も

大変かもしれませんが、そこのところはし

っかりと現場でやっていただきたいなと思

います。また、生徒会も積極的に話に参加

されるということで、視察も含めてしっか

りと対応していただきたいと思います。ま

たこれは議決があるんですけれども、その

ときに私自身は考えたいと思います。 

  続いて学校の設備についてです。 

  再配置までの５年間、現在通学している

老朽化した学校の設備の改修も必要です。

学校の設備がとても気になります。例えば

東能勢小学校の階段の滑りどめのゴム、光

風台小学校の校門から校舎までのアプロー

チにできたたくさんのへこみ、これは私が

コーディネーターをしているときから言っ

ていましたが少しずつの補修です。ことし

の冬は寒くて凍っていて、子どもたちは滑

って遊んでいましたが、学校の整備をどの

ようにお考えですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  小中一貫校の整備が完了いたしますと、

現在の学校施設は当然でございますが学校

としては使用しないということになります

ので、費用対効果を考えまして改修につい

ては必要最小限度にとどめたいというふう

には考えておりますが、今の御指摘のよう

な日常の授業とか学校の生活に支障を及ぼ

すようなもの、これについては改修をして

いくという方向で予算組みは考えておりま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  この大きなへこみのことですが、１月に

西公民館のアプローチのアスファルト舗装

をされていました。偶然私は西公民館に行

って生涯学習課の職員から、随分傷んでい

て、高齢者がこけないようにと、補修しま

すという回答でした。目と鼻の先です、光

風台小学校は。なぜ一緒に工事を発注でき

なかったのか。教育委員会の中でも縦割り

行政なのかなと。生涯学習課と教育総務課

とちょっとその辺を聞かせていただけます

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 
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  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今のその学校の舗装の件でございますけ

れども、それにつきましては現場のほうか

らそこの舗装を直していただきたいという

声が上がっておりませんでしたので、今の

ところ補修はしていないということでござ

います。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  現場のほうから、声上がっています。私、

校長先生に確認はしてるんですけど。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  大変申しわけありませんが、私のほうに

報告が上がっておりませんので。申しわけ

ございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  これはおとといのことなんですけれど、

どしゃ降りで光風台小学校から流れてくる

雨水が車道にまであふれて、土砂まで流れ

てしまっていました。また給水塔の屋根が

台風で飛んだので水が凍ってしまい、給食

をつくるのも毎日危ぶまれたり、学校から

流れてくる水で歩道が凍り、日陰なので溶

けない。管理職と用務員さんがスコップで

このように割っています。私も翌朝少しや

りましたが激務でした。寒いんです。マイ

ナス５度です、その日は。先生の仕事を超

えていると思っています。これは教育総務

課で対策していただきましたし、給水のこ

とは夜遅くまで水道事業所の職員さんが来

て対応されていただいたと伺っています。

ほかの学校でもいろいろとあると思います。

自分の学校をきれいにする気持ちはわかり

ますが、草取りは校長先生の仕事かと、以

前、決算特別委員会で投げかけたこともあ

りました。次年度の教育指針案で働き方改

革をうたっておられますが、もう少し教育

委員会として学校現場を支えてあげられな

いのでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  これまでの財政改革の中で学校に対して

用務員的なそういう部分の仕事の部分につ

きましては全て財政的なものでカットされ

てきたというのもございまして、学校のほ

うでお願いをしてきたというところもござ

いますが、来年度予算で一応学校の校務に

関します、管理に関しますものについて一

定予算を認めていただいておりますので、

学校の先生方の仕事を少しでも子どもたち

のための仕事に振り分けてもらうように、

教育委員会としても支援をしていくように

しております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  学校再配置までの５年間も大切にしてい

ただきたいなと思いますし、きょうは光風

台小学校のことを例に挙げてお話をさせて

いただきましたけれど、私自身もこれから

先も毎朝の見守りは続けますし、元気であ

れば、５年後もう少し早起きしなければい

けませんが、新光風台から子どもたちを笑

顔で送り出したいと思っています。 

  続いて新光風台４丁目、山側の太陽光発

電設備についてです。 

  まずは１２月議会の間違った答弁を訂正

していただきたく思います。１月に現場を

視察させていただいて、確かに素堀の溝に
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セメントをまぜた跡がありました。それか

ら立米ブロックの擁壁のこと、このことは

御答弁いただけなかったのですが、これら

は宅地造成等規制法に違反ですね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  立米ブロックの件につきましては、１段

であれば宅造法に基準はあるんですけれど

も、２段を越えて積んでおられますのでこ

れは違反というふうな認識になります。 

  以上です。 

○５番（管野英美子君） 

  素堀の溝。 

○議長（橋本謙司君） 

  もう一回聞いて。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  素堀の溝も聞いてるんですけど。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  素堀の溝につきましては、現地見ていた

だいたようにセメント系の改良材で改良さ

れていますので、これにつきましては直ち

に違反というふうなことではないというふ

うには認識しています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  この法律には、規制権限を持つ自治体は

土地の所有者に対して災害の防止のために

必要な措置をとるように勧告することや命

令を発することができ、命令違反には懲役

や罰金といった厳しい罰則も規定されてい

ます。行政指導をされているのは理解しま

すが、指導方針・指導計画を伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  この件につきましては宅造法に、先ほど

も言いましたように完全にクリアをしてい

るというふうな認識はしていません。ただ、

繰り返しになりますけれども、現地の状況

を鑑みまして、いかに長期にわたって継続

的に安全にされることを主眼に置きまして

是正計画書とか誓約書を出させています。

その誓約書に基づきまして行政指導を行っ

ているところですけども、今後も行為地安

全性を第一に、提出されている誓約書に基

づきまして十分注視をしていきたいという

ふうに思っています。 

  また、先日の風雨の後につきましても、

外からではございますけれども指導してい

るところについて目視で確認を行っている

ところでございます。変状がなかったとい

うふうな報告を受けています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  この件で一般質問するのはきょうで８回

目、丸２年です。さまざまな角度から質問

してまいりました。２８年８月には１点１

点個々に指導して全体を仕上げていくとの

答弁があったり、是正指導中の看板のこと、

落ちてきたら命にかかわるので待ち受け擁

壁をつけてほしいとか、町民に連絡もなし

に１１８枚ものパネルをつけたことなど、

こうしてだらだらと２年がたっていったわ

けです。１月に視察をさせていただきまし

たが谷筋に土砂も流れ落ちています。これ

もそれも違法に土砂を搬入し、その上に太

陽光パネルを設置、しかもしっかりと固定
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されていないのです。自治会からの公開質

問状の回答には、事業者とも粘り強く協議

し事業者の体力においてとあり、議会でそ

れを尋ねると資金不足で計画どおりに是正

されていないと回答。残土を積んで発電し

てもうけているのですから、住民が怒るの

も無理はないところです。法律違反を是正

していただけない。今度は住民監査請求、

行政が訴えられるのではないかと心配して

いますが、その点はどのようにお考えです

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  住民監査請求のことですけれども、今初

めてお伺いしたものですからどういうふう

にお答えしたらいいかというのはよくわか

ってないんですけれども。ただ、業者とも

我々としては全く接点がないわけではござ

いませんで、何かあるときには必ず連絡を

とって現地の確認をしなさいといったこと

もしていますし、今後安全性を確保できな

いというふうな判断をしたときには、その

ときはまた違う対応をしていかざるを得な

いというふうには考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  業者との話し合いにはしっかり議事録を

とられ確認をさせていただいています。住

民からの意見や要望も伝えていただいてい

ますがこれ以上の対応は無理なのでしょう

か。 

  老人福祉センターあり方検討会で、検討

する検討するっていっぱい書いたけど、い

つまでにしようか、５Ｗ１Ｈを盛り込もう

っていう、そういう意見も出ていたんです。

いつまでにやっていただけますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  いつまでに何をするかっていうのは今現

在この時点でお答えすることは非常に難し

いと思っています。ただ、我々も指導して、

担当者、課長以下ですね。指導していくの

に当たりまして、今までと同じような対応

でずっといくというふうなことは考えてい

ませんで、その点は御理解いただきたいと

いうふうに思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ちょっと前向きに言っていただけるのか

なと思いますけれども、何度も何度も申し

上げていますが、下の住宅地にはこうして

人が住んでいます。この件は常任委員会で

視察をしましたので、また、きのうは議員

の寺脇議員もこの件を質問されていますの

で、そちらでも対応していただく思ってい

ます。 

  続いて太陽光設備の条例制定についてで

す。 

  ９月、１２月議会での答弁は「考えてい

ません」でしたが、きのうの寺脇議員の質

問では「検討します」とうれしい答弁をい

ただきました。ありがとうございます。中

には検討しますいうのはせえへんという、

そういう意味なのかなと思いますが、私に

はとても明るい答弁だと受けています。き

のうの答弁でも以前の答弁の中でも電気事

業者によるＦＩＴ法施行令規則、資源エネ

ルギー庁が作成しました事業計画の策定ガ

イドラインを遵守して行われるものだと答

弁をいただいていますが、土地造成や開発

造成にかかわる許認可は地方自治体に任さ
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れています。改正ＦＩＴ法では計画から廃

棄までの事業計画提出を求めることになり

ましたが、設備そのものの規定をうたうだ

けでは近隣住民の生活を守ることはできま

せん。パネルや発電の設備だけでなく、土

地造成や開発造成にかかわることや景観を

守ることについてはどのようにお考えです

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  土地造成それから開発につきましては、

宅地造成規制法もしくは都市計画法、その

ほか森林法などいろいろな法律があって、

それぞれ所管するところが対応することに

なると思うんですけれども、最後におっし

ゃいました景観に関することなんですけれ

ども、残念ながら豊能町には景観条例がご

ざいませんで、景観については今のところ

町から何らかの形でできることはないとい

うように考えています。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  今、とよの大好きとか、とよののレポー

ターで豊能のいいところを発信しているわ

けですね。私も大好きな景観があります。

例えば高山のライトアップされるあの棚田。

それから牧の集会所で里山を見ている西宮

や豊中の人たちとも、いやされるねって。

ああいうところにたまに雑種地というのが

あります。農地は太陽光が張れないかもし

れないけども、雑種地というところに張ら

れるかもしれない。そういう景観を一緒に

守っていくのがこの条例だと思うんです。

きのうもお話が出ましたが、３月議会で上

程されている箕面市の条例、内容は寺脇議

員が読んでくださったので割愛しますが、

私も１２月議会で紹介しました大津市の条

例では、景観を保護するために比叡山延暦

寺や日吉大社など、九つの地区の寺社仏閣

の付近で太陽光発電施設の設置を禁止して

います。そしてその条例には具体的には雨

水を排水するための対策や樹木の伐採を必

要最低限にとどめること、事業計画を市に

提出して設置の許可を受けることや、住民

説明会の開催を位置づけています。条例に

違反して市の是正勧告に従わない場合は事

業者名を公表するなどの規定も盛り込まれ

ています。このような条例が先にありまし

たら新光風台４丁目山側の開発も阻止でき

たのではないかと思います。先進事例を参

考にして、難しい仕事ではないはずです。

住民もそして行政も自分自身を守る観点か

ら条例制定を考えていただけませんか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  前回、きのうの寺脇議員の質問にもお答

えしましたけれども、今のところ設置を考

えているというふうなことではございませ

ん。ただ、箕面市の条例が上程されていま

す。大津市の条例が上程されています。静

岡県のほうでもこういったことを考えてい

らっしゃるというのを聞き及んでおります

ので、先日と同じ答弁になりますけれども

検討せざるを得ない状況にはなっているの

かなというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  検討せざるを得ない、だんだん前向きに

なってきたような気がします。とてもうれ

しく思っています。 

  大津市はもう条例制定されています。そ
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して東日本を襲った大震災とそれに伴う東

京電力福島第一原子力発電所の事故は、持

続可能な再生エネルギー１００％を達成す

るためにみんなが知恵を絞っているわけで

す。太陽光発電を否定するものではなく、

地域社会の中できちんと発展させるために

もぜひ条例制定を考えてください。 

  最後の質問にまいります。 

  文書の管理についてです。 

  情報公開をして文章がないということが

あります。今までにも光風台駅前エスカレ

ーターの設置の図面、これはいただいたも

のなので最初からあったかどうかもわから

ないということです。東ときわ台保育所用

地の３２条協議の変更届、これはあっただ

ろうと言われています。その文書の管理に

ついて規定をされているか伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  文書の管理についてでございますけども、

文書管理とか文書の取り扱い、これは電磁

的記録も含めまして豊能町文書取扱規程に

おいて定めております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ではその文書などを整理するっていうの

はしっかりとできているんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  しっかりできているかという、非常に答

えにくい御質問でございます。御指摘のあ

ったとおり書類がなかったというようなこ

と事実ございましたので、お答えはしにく

いわけでございますけども、我々といたし

ましては各課に徹底をしておるつもりでご

ざいまして、文書についても例えばデータ

の保存にしてもわかりやすいように整理を

して保存するように指導はしておるつもり

でございまして、今後もその指導は徹底し

てまいりたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  建設課では道路台帳をデータ化するとい

うこともされているんで、これからはデー

タで保存するということも考えていただき

たいなと思っています。 

  そして最後に、郷土資料館によく遊びに

いくというか勉強しにいくというか、行く

んですけども、車を置いてその隣の書庫の

ことなんです。大変乱雑に保管されている

ように見受けられます。一番手前が建設課

なんですね。永久保存なんかも最前列に並

んでたり、床の上に置いてあったりするん

です。見えるから申しわけないんですけど

ね。中身は問いたくないのでカーテンを引

くとかされたらどうかなと思って。私は２

５年の１２月と２７年９月に２回ともカー

テンを引かれたらどうですかっていうこと

を言っていますがまだなんですね。ショー

ウィンドウ状態なんです。カーテンがない

から、何入ってるのかなと思って駐車場に

行って見てしまう状態なんです。検討いた

だけますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  郷土資料館の横の書庫でございますけど

も、あの建物かなり老朽化をしておりまし

て、文書の保存場所としてはよくない場所

というふうに思っておりますけども、かわ

りの場所が今ないというようなことで、こ
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れから公共施設の再編に向けて検討委員会

を置いてやっていきますけども、その中で

また文書の書庫等は検討したいと思います

が、それまでの間は今のところ使用せざる

を得ないというふうに思っております。 

  御指摘の、丸見えというようなお話でご

ざいますけども、そういうことについては

侵入防止も含めまして外から見えないよう

に対策は講じたいというふうに思っており

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  私も人のこと余り言えないんですけどね。

家も、たった４年半なんですけども、議員

をやってて文書だらけなんですけども、デ

ータ化をするとかしっかりと考えていただ

きたいなと思います。そして郷土資料館の

ところは誰にも見えないようにすぐにやっ

ていただきたく思います。 

  以上で終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で管野英美子議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩します。インターネッ

ト中継の接続の切りかえをします。 

（午前１０時１６分 休憩） 

（午前１０時１７分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  皆さんおはようございます。 

  議長より発言の許可をいただきましたの

で、６番・永谷幸弘の一般質問を通告のと

おりさせていただきますのでよろしくお願

いいたします。 

  このたび、全国で６番目の最先端がん治

療、大阪市重粒子線センターが府庁の南側

に開院いたしました。重粒子線でのがん治

療の特徴といたしまして、切らずに痛みも

なく高齢者に優しい治療であること、また

がんの部分で大きなエネルギーを放出する

ことができるために正常組織への副作用が

少ないと。また難治性のがんにも効果が期

待されると。そして重粒子線が従来の放射

線治療に比べまして治療回数・日数が少な

く済むとの利点があるそうです。しかし副

作用が少ないこのような最先端の重粒子線

治療費は何か数百万円という高額でかかる

ということを聞いております。今月１日の

大阪府議会本会議におきまして公明党の議

員のほうから、患者負担を軽減するための

利子補給に加えまして助成制度の実現を訴

えました。府は金融機関と連携した重粒子

線治療費専用ローンの創設と利子補給実施

を名言しております。がんで苦しんでおら

れる患者さんにとっては前途に光明を見出

すことになればと私自身考えております。 

  それではこれより本題に入ります。 

  本日、私は５点について質問をさせてい

ただきます。 

  まず通告書１点目の認知症初期集中支援

チームの設置について質問いたします。 

  政府は平成２７年の１月に認知症対策を

総合的に進めるための認知症国家戦略案、

新オレンジプランを決定いたしました。高

齢化に伴いまして１０年後つまり２０２５

年には認知症の高齢者が７３０万人に急増

すると推定しておりまして、これは６５歳

以上の５人に１人という割合になります。

新オレンジプランは２０１３年度から始め

た認知症施策推進５カ年計画、オレンジプ

ランというんですけども、それにかわるも

のでございまして、戦略案では基本的な考

えとして、認知症の人の意思が尊重され、
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できる限り住みなれた環境で自分らしく暮

らし続けられる社会の実現を目指すことが

明記されております。早期に認知症の鑑別

診断を行いまして、速やかに適切な医療、

介護等が受けられる初期の対応体制が構築

されるように、認知症初期集中支援チーム

の設置を推進しております。市町村は地域

包括支援センターや認知症疾患医療センタ

ーを含む病院、また、診療所等にチームを

置きまして、認知症専門員の指導のもとに

複数の専門職が、認知症が疑われる人、ま

たは認知症の人やその家族を訪問しまして、

観察評価を行った上で家族支援などの初期

の支援を包括的・集中的に行い、かかりつ

け医と連携しながら認知症に対する適切な

治療につなげ、自主生活のサポートを行う

というふうにこの新オレンジプランではう

たわれております。私は、平成２７年３月

定例会におきまして適時適切な医療と介護

等の提供と題して質問させていただきまし

た。新オレンジプランでは認知症の早期診

断対応認知症初期集中支援チームを２０１

７年度までに全ての市町村に設置する方針

が盛り込まれまして、看護師らが認知症の

疑いのある高齢者の自宅を訪問して早期発

見につなげようとしております。そこで豊

能町といたしまして認知症の早期診断、対

応につなげるための初期集中支援チームの

設置についてどのように考えているのかと

いうことで質問させていただきました。当

時の担当部長からは、新オレンジプランで

は平成３０年度から全ての市町村で実施す

る目標と引き上げられたものでございます

ので、認知症専門医の指導のもとなど現時

点で町では本取り組みを進める段階にはな

いと考えており、今後の検討とさせていた

だいて進めてまいりますとの答弁をいただ

いております。それからちょうど３年が過

ぎております。そこで本町における認知症

初期集中支援チームの設置状況についてま

ず伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  認知症初期集中チーム、認知症の初期集

中支援チームという具体な組織の設置につ

きましては、平成３０年度の早い段階で立

ち上げてまいりたいと考えてございます。

現時点でも実際の相談の現場では地域包括

支援センターなどの専門職が既に複数での

訪問対応など相談に当たっており、またか

かりつけ医の先生への相談あるいは月に１

回の医師による認知症相談、これらの活用

等をさせていただいて認知症初期集中支援

チーム、これに近い機能は有していると思

ってございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  先ほど認知症初期集中支援チームに近い

機能を有しているという答弁いただきまし

たけれども、今後の本町の高齢化の上昇を

鑑みた場合、この近い機能を有していると

いう事柄ですね。これは対応できるのかど

うか、この点について再度伺いたいと思い

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  本町ではいわゆる２０２５年問題、この

ころにはちょうど高齢化率が５０％、この

近くになると予想されてございます。それ

に比例いたしまして認知症の方への対応も

ますますしっかりと図る必要があると考え

られますので、機能を有しているというこ

とだけではなく、この際早期に認知症初期
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集中支援チームを設置して事の事態に当た

らなければならないと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  早期にということで答弁いただきました

けれど、これは喫緊の課題でございますの

で待ったなしの課題というふうに私は考え

ております。早期にというお話の中でもう

大体のスケジュール感、もしついておれば

お伺いしたいと思いますけどいかがでしょ

うか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  早期にっていつごろだというようなこと

だと思いますが、先ほど議員がおっしゃい

ましたようにこのチーム構成は保健師、そ

れから社会福祉士、それから介護福祉士、

それから一番肝心な医師、これのサポート

も必要になってきますので、町内のクリニ

ックの先生方と調整をさせていただきなが

ら、その調整が済み次第というようなこと

になろうかと思いますので、ちょっといつ

ごろということにはならないと、回答はち

ょっと差し控えたいと思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  町内の調整は当然必要となってきますの

で、これは何回も言いますが喫緊の課題で

ございますので、スピーディーな対応を今

後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  次に通告書２点目のＩＣＴを活用した医

療費等の適正化について質問させていただ

きます。 

  厚生労働省は患者のための薬局ビジョン

という、そういうものを発表しております。

つまり地域包括ケアチームの一員としまし

てこの薬局の薬剤師が専門性を発揮しまし

て、ＩＣＴ、電子版おくすり手帳等を活用

しまして、患者も患者の服薬情報の一元的

また継続的な把握と薬学的管理指導を実施

すると。これによりまして多重・重複投薬

の防止や残留回収なども可能となりまして、

患者の薬物療法の安全性また有効性が向上

するほか、医療費の適正化にもつながると

うたっております。 

  そこでこの厚労省の指針について本町は

よく認識している、承知しているのか、こ

の点についてまず聞きたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  はい。議員おっしゃいますように平成２

７年１０月に厚労省において患者のための

薬局ビジョン、これが制定されたと認識を

してございまして、中身については、今、

議員おっしゃいましたような、るる申し上

げられたようなことでございまして、その

中で議員のおっしゃるＩＣＴ、これの活用

についてもうたってございまして、厚労省

はそれの一翼を担うというようなことで今

後進めていくというようなことでございま

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  現在ＩＣＴの活用についてはスマホなど

を使うとかそういう活用などがさまざまな

方策が現在考えております。 

  服薬需要を一元的また継続的に把握しま

して、医療機関を初めとする関係機関との

連携を行って、多重・重複投薬の防止、ま
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た飲み忘れ、飲み残しを防止するなどの一

翼を担っていくということで、既に豊中市

では電子おくすり手帳サービスとしまして

春のカードという、普通のこういうカード

なんですけども、そういう春のカードとし

て進められております。現在、豊中市人口

４０万人のうち、この春のカード登録人数

は２万6,０００人、約6.５％です。そして

豊中市の薬局数が１３０店舗ございまして、

そのうち春のカード採用薬局数は８３店舗。

既に６3.８％まで普及していると。あとは

豊中市の人口6.５％をどれだけ伸ばしてい

くかということなんですけども、そういう

ことで豊中市は早速こういう形で進められ

ております。今後本町においてもその高齢

化率の上昇による医療費の負担増も必ずこ

れは還元してきますけども、そのところを

考えてみますとそろそろこの辺のところは

検討を始める時期に来ているのではないか

と考えますが、この点について伺いたいと

思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  かかりつけ薬剤師、それから薬局制度に

つきましては、今年度になってから池田市、

豊能町、能勢町をエリアとする池田市医師

会、それから池田市薬剤師会、これなどが

連携をして進めていくべく取り組みを始め

ていると伺ってございます。本町といたし

ましてもかかりつけ制度については町主催

の地域ケア会議やサービス担当者会議の参

加者に薬剤師を組み入れるなど、介護職そ

れから他職種を対象に薬剤師の役割を啓発

すること。それから、個々の薬局が地域包

括ケアにかかわるよう協力をしていただく

という方向にですね、前向きに取り組んで

いきたいと思っておりますが、先ほどおっ

しゃられました、ＩＣＴカードですね、こ

れを一元的につくって管理をしているとい

うようなことになりますとですね、やはり、

先ほど申し上げました、豊能町が池田市医

師会それから池田市薬剤師会、これの中に

あるものでございますので、ほかのあとの

１市１町、これの動きも含めてですね、対

応してまいりたいと思っておりますが、今

後はですね、その方向で十分検討していき

たいと考えてございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  会議に大変な時間がかかると思います。

しかしながら、我が町は高齢化率がこれか

ら上昇していきますので、この辺のところ

をしっかり考えてですね、何とかいろいろ

人をできるだけ少なくするという方向で考

えるのが最善の方策かと思っております。 

  次に、カード方式ですので、高齢の方で

も簡単に使えますし、例えば、つくるとし

たらですね、豊能町のたんぽぽカードとか

ですね、そういう名称で使っていけば、か

なり医療費等の低減にもつながるというふ

うに考えております。豊能の医師会、薬剤

師会との調整によって、かなり時間がかか

ると思います。しかしながら、前向きにこ

れをやっていかなければ、町にとっても財

政的にも大きく影響する問題ですので、喫

緊の課題ですので、前向きに進めていただ

きますように、よろしくお願いいたします。 

  それでは、続きまして、通告書３点目の

就学援助費の入学前支給について質問いた

します。 

  昨日も高尾議員のほうからお話がござい

ました。少しダブりますけれども、私も質

問をさせていただきます。 

  経済的に厳しい家庭の子どもの就学費用

を支給する就学援助、生活保護が必要な要
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保護者と、それに準じて市区町村が定める

準要保護者を合わせた、１４０万人を超え

る人が現在受けていらっしゃいます。要保

護者の場合に、学用品や給食、修学旅行な

どの一部を市区町村が支給しまして、国が

その２分の１を補給しております。特に入

学前というのは、ランドセルなどを買いそ

ろえるためのまとまったお金が必要でござ

います。就学援助にも、その準備費用のた

めの使用がありますけれども、入学前に支

給する自治体がほとんどでございます。困

窮する家庭にとっては、一時的でも多額の

お金を用意することは大変でございます。

このことから、文科省はですね、その要保

護児童生徒援助費補助金要綱をですね、昨

年、平成２９年３月３１日付で改正するこ

とによりまして、その支給対象者に、これ

までの児童生徒から、新たに進学予定者で

すね、これを加えております。それにより

まして、ことしの春、平成３０年４月から

準要保護者も含めて、小学校入学前の支給

を行う自治体は現在相次いでおります。 

  文科省の調査によれば、この春に入学の

支給を予定している自治体は、全国で７１

１市区町村にのぼりまして、それ以前の約

８倍にのぼっております。近隣の自治体で

は、箕面市、能勢町、茨木市などは、この

３月から予定しております。 

  そこで、現在の本町における就学援助費

の、まず支給時期について伺います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  就学援助費の支給時期でございますけれ

ども、現在は９月、１２月、３月の年３回

でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  確認いたしますが、９月、１２月、３月

ということで、９月は第１学期、１２月は

２学期、３月が３学期になるかなと思いま

すけれども、そこで精算払いをするという

ことだと思いますけれども、今回、現状で

入学前でランドセルを買った場合の精算払

いというのが、９月に支給するということ

で、現状はそういうことでよろしいでしょ

うか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  そのとおりでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  わかりました。 

  次にですね、小・中学校におけるですね、

要保護児童生徒数について、この点につい

て、まず伺いたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  本町におけますですね、要保護児童生徒、

非保護児童生徒のうちですね、就学援助を

受給している児童生徒の数になりますが、

現在５名でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  ５名ということで、５名の方は現在支給

を受けているということですね。それでは、

平成２９年３月末で、国が必要な援助は適

切な時期に実施されるようということで通

達を出しましたけれども、本町においても、

１年おくれということになりますけれども、
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平成３１年度から入学される就学予定者か

らですね、やはり入学前給付を実施すべき

であると考えておりますが、この点につい

てはいかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  昨日もですね、高尾議員の質問にお答え

いたしましたけれども、一応、３１年の４

月に入られる新入生に対しまして、３０年

度中に支給する方向で、現在、検討して準

備もしております。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  次に、小・中学校における準要保護児童

生徒数ですね、これは何名ぐらいいらっし

ゃるか、この点についてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  準要保護児童生徒ですけれども、準要保

護児童生徒と認定を受けましてですね、就

学援助を受給している者の数はですね、２

学期の支払い期日、現在で１００名でござ

います。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  １００名ということを確認させていただ

きまして、あと、この準要保護児童生徒に

ついてもですね、さっきお話しましたけれ

ども、平成２９年３月末の国における改正

の趣旨、また、本町における準要保護児童

生徒の現状を鑑みた場合ですね、平成３１

年度の就学予定者から実施できるように、

準備を進めているかは重要と考えますが、

この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  準要保護児童生徒につきましても、要保

護児童生徒と同じように、３１年の入学者

から３０年度に支給をしていきたいと考え

ています。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  先ほど、要保護、準要保護も３１年度か

ら給付する予定と聞きました。あとは、こ

の入学前給付を実施するためにですね、現

在、要綱を整備中ということで答弁いただ

きましたけれども、あと、予算措置もさる

ことながら、何かシステムとかですね、そ

ういうところで何か変更等が発生すること

はあるのかないのか、この点について伺い

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  この就学援助に関しましてですね、特に、

特別なシステムというものは持っておりま

せんので、所得照会等につきましては町の

システムを使っておりますので、新たなシ

ステムの改修ということはございません。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  わかりました。 

  粛々と進めていただきたいと思います。 

  続きまして、通告書４点目の町道等の整

備について質問いたします。 

  平成２９年３月の定例会で、町道吉川中

央線の一部、ときわ台４丁目１から２の関
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電柱がですね、車の通行の障害となってい

るために、右折等の提案を私はいたしまし

た。そのときに、平成２９年度ときわ台地

内吉川中央線道路改良事業の中で、能勢電

鉄とときわ台駅までの町道について、縦横

断線形の基本検討をするとの答弁をいただ

いておりました。 

  そこで、現在、基本検討が終了しておれ

ばですね、その結果について、まず伺いた

いと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  お尋ねの吉川中央線の道路改良基本検討

業務でございますけれども、これ実は３月

の末に完了するわけですけれども、中間の

報告をいただいておりまして、その中では、

御指摘の電柱につきましてはですね、支障

になるというふうな報告を受けております。

これが、バスが通行可能なものとなるよう

に道路の線橋の検討を行ったときには、や

はり支障になるというふうなことでござい

まして、今後ですね、来年度予算の中でお

願いしています、吉川中央線の測量と実施

設計業務におきまして、移設場所を含めま

した協議をですね、関係機関と行っていき

たいというふうに考えているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  平成３０年度、町道吉川中央線測量実施

設計業務においてですね、電柱の移設場所

等を含めた協議を関係機関と行っていくと

いうことなんですけれども、今後のスケジ

ュールなんですけれど、予定しているスケ

ジュールがもしあればですね、お伺いした

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  来年度、実施設計をするというふうなこ

とで予定をしておりまして、その次の年度、

つまり平成３１年度以降にですね、その工

事に着手していきたいというふうに考えて

います。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  ３１年度に実施工事ということでお伺い

しました。ということは、３２年３月まで

に、もう少し早くなるかもしれませんけれ

ど、それまでには関電柱の移設は当然終わ

るということでよろしいですね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  はい。そのとおりでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  関電柱の移設が完了すれば、かなり通行

もしやすくなります。当然、安全・安心の

まちも一歩前進すると思いますので、しっ

かりとその辺を踏まえながら、今後の作業

をですね、進めていきたいと思います。 

  最後になりましたけれど、通告書５点目

の、たんぽぽメールを活用した町民通報型

メールの導入について、質問させていただ

きます。 

  昨年の１２月ですね、豊中市なんですが、

市民通報型のアプリを導入したという記事

を私は目にしました。道路に穴があいてい

るとか、カーブミラーが見えにくいとかで
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すね、道路に関するふぐあいを市民が発見

した際ですね、迅速に市に通報できるスマ

ートフォン用のアプリを試験導入したそう

です。アンドロイドとかｉＰｈｏｎｅです

ね、そのいずれかのスマホでも利用でき、

無料ということで載っておりました。この

同アプリは、メールもしくは電話での通報

が選択できまして、メールについては、補

修が必要な箇所をスマホのカメラで撮影し

た上で、地図情報を入力して送信すると。

緊急性が高い場合などはどなたでも通報も

受け付けているそうです。 

  豊中市によりますと、アプリのダウンロ

ード件数が１１月末現在で２５８件と、通

報は３６件あり、特に１０月は府内各地で、

昨年ですね、多くの被害が出た台風による

倒木とか信号機のゆがみなどが報告された

と言いました。こんなさまざまな修正点を

改善した上で、今後、本格導入を目指す方

針ということですけれども、ちなみに、オ

フィシャルコストは４００万円、ランニン

グコストは月に１０万円ということですね、

結構お金がかかります。 

  豊中市のようにはいきませんけれども、

本町においてもですね、道路の陥没とかカ

ーブミラーが見えにくいなど、道路等に関

するふぐあいを住民が発見した際にですね、

迅速に町の担当課へ通報できるように、現

在、たんぽぽメールというのがございます

けれども、これは町が一方向で住民に知ら

せていると。それを何とか双方向通信に改

良しましてですね、活用してはどうかと思

うのですが、この点についてはいかがでし

ょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  たんぽぽメールを双方向にということで

ございます。 

  このたんぽぽメールは、本町の愛称でご

ざいまして、商品名は、株式会社スマート

バリューというところの「いくくるメー

ル」という商品を本町が導入しているとい

うことで、この業者に確認をいたしますと、

たんぽぽメールを双方向通信はできないこ

とはないということでございますけれども、

現状で通信できるのは文字だけというよう

なことでございました。これを写真等の画

像も双方向で通信をするということになり

ますと、１年当たり４０万円程度の費用が

新たに発生するということでございます。

ただ、イニシャルコストは要らないという

ことで、ランニングコストは４０万円とい

うことでございました。町民からの通報に

つきましてですね、今のようなたんぽぽメ

ールの御提案がございましたが、そういう

ものがよいのか、豊中市のようなラインと

いうようなものがよいのか、この効果があ

るのかどうかということは、費用対効果も

含めて検討しなければいけないというふう

に思っておりますけれども、現課のほうに

聞きますと、今のところは電話で連絡をい

ただいておって、特に不自由はないという

ことでございますので、今、たんぽぽメー

ルの双方向ということを導入する予定はご

ざいません。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  現状がそういうお話を聞かせていただき

ました。当然、安心・安全のまちづくりの

ためには町民の協力が必要でございますの

で、現在、たんぽぽメールの登録件数です

ね、４,２００件あるそうです。この登録件

数は、本町にとっては大きな財産であり支

援力となります。ですから、その４,２００

件という登録件数を鑑みた場合に、やはり、
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何遍も言いますけれども、双方向通信に改

良してですね、１本化すれば、町民の支援

力を得ることができ、また、迅速な対応が

できると考えておりますけれども、再度、

答弁をお願いしたいと思います。どうでし

ょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども申し上げたとおり、イニシャル

コストは要らないわけですが、ランニング

コストが、その画像も入れるとですけれど

も４０万円、今のままでしたら、文字だけ

でしたら、イニシャルコストもランニング

コストもなく導入はできるというようなこ

とでございますので、今するとしたら文字

だけということになるでしょうけれども、

その文字だけのメールということになりま

すと、＠マーク以下ｔｏｗｎ.ｔｏｙｏｎｏ.

ｏｓａｋａ.ｊｐでしたか、各課にｋｅｎｓ

ｅｔｓｕ＠とかｈｉｓｈｏ＠というところ

で、メルアドを持っていますから、どこに

でも今も送っていただけるんです。アドレ

スがｔａｎｐｏｐｏ以下ということになり

ますと、それに送っていただくということ

になって、速報性ということになると、職

員がいつもそのメールの画面を見ていたら

また別でございましょうが、やはり速報性

ということになると、電話が一番早いので

はないかというふうに思います。 

  議員がおっしゃっているのは、画像で見

える便利さということをおっしゃっている

と思うので、そうなると、やはり４０万円

のランニングコストがかかってしまうので、

今は困難というふうに考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  なかなか費用もかかる話なんですけれど

も、あと、人が帰って考えますと、安心・

安全のまちづくりのためには、当然、先ほ

ども言いました、町民の協力が必要なので

すけれども、今、たんぽぽメールの配信情

報の中でね、特に子ども安全情報とか、あ

と防犯・防災、その他緊急情報。 

  それから、３点目、認知症高齢者の行方

不明情報ですね、特にこの３点を考えてみ

た場合にですね、こういう点について住民

さんから情報を得るという、そういうこと

を考えていった場合ですね、その双方向通

信というのは、かなり効力があるのかなと

思うのですけれども、再度、済みません、

この点について答弁をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、子どもの安全情報、防犯・防災、高

齢者の行方不明情報等ということで御提案

をいただきました。 

  確かに、手軽に気軽にといいますか、町

へ通報するということについては、電話よ

りもスマホとか携帯のメール、これは便利

なツールというふうに思うわけでございま

すけれども、メールというものは匿名性で

あるというようなことで、通報が誰からあ

ったのかということが、まず確認はできな

いというふうに思いますし、住民の皆さん

は善意の方ばかりではないというようなこ

とで、情報の真偽のほども確認ができない

というふうに、私は考えるわけでございま

して、今のようなことは人命にかかわるよ

うなこともあるでしょうから、誰からかわ

からないとか、真偽のほどがわからないと

いうようなことでは困るというふうに思い

ますので、やはりメールでそういう通報を
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受けるということは、避けたいというふう

に考えます。 

○議長（橋本謙司君） 

  永谷幸弘議員。 

○６番（永谷幸弘君） 

  るる答弁いただきましてありがとうござ

いました。 

  なかなか現行のたんぽぽメールでは、な

かなか難しい点があるということを理解さ

せていただきました。 

  これで一般質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、永谷幸弘議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩します。再開は１１時

５分とします。 

（午前１０時５２分 休憩） 

（午前１１時 ５分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、西岡義克議員を指名いたします。 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  ただいま、議長より御指名をいただきま

したので、これより一般質問をさせていた

だきます。 

  馬鹿な議員をして３０年、賢うに回らん

とあかんなということで、悪役ばかり嫌な

ことばかり言ってきてですね、もっと賢う

に回ったらよかったなと思うんですけれど

も、職員からは大概嫌われておりますけれ

ども、ただ、耳ざわりな意見は余り役に立

たないということで、自分に言い聞かせま

してですね、あえて好きなことを言わせて

いただいております。しかし、一般的にで

すね、成功例は役に立てへんけれども、失

敗例は大いに役に立つと言われております。

同様にですね、良薬は口に苦しと、そんな

ええことは言ってまへんけれども、半ば皆

さん方には諦めていただいて、諦めの境地

でですね、美辞麗句ではなくて本音でです

ね、答えていただいたらありがたいなと思

っております。 

  それでは、まず、今定例会は予算議会で

ありますんで、その予算であろうと思って

おります、議会の大目玉で「とよの再始動

計画」の、まず目的についてお伺いいたし

たいと思います。 

  どのような目的で今回そういうものを準

備しておられるのか。よろしくお願いしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  「とよの再始動計画」の目的ということ

でございます。 

  「とよの再始動計画」につきましては、

従前の行財政改革に係る計画が何年も続い

てきたわけでございますが、このたびは数

値目標は出しておりませんけれども、行財

政改革の一環ということで、「とよの再始

動計画」をつくらせていただいたと。去年

の３月に発表をさせていただいたところで

ございます。さまざまな観点からやるわけ

でございますけれども、組織、事務分掌の

改革、行政経営の改革、施設経営の改革、

財政運営の改革、これら４つの改革を通じ

まして、豊能町の財政、行政につきまして、

身の丈に合ったといいますか、そういうこ

とを目指して進めていきたいというような

目的でつくったものでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  今いろいろ健全財政に向けてということ

でありますけれども、この町政の方向性に
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ついての目的はですね、持続可能なまちづ

くりに向けて、これまでやってきた財政健

全化推進プラン、これ平成２６年から３０

年にかけてですね、やってきたんですけれ

ども、そのかわりに今回はですね、「とよ

の再始動計画」ということで策定をされた

わけでありますけれども、２６年から３０

年ということですけれども、この「とよの

再始動計画」は２９年に策定しようという

ことで、今回、１年目の報告も兼ねてのこ

とだと思うんですけれども、ただ、今まで

やってきたことに対するですね、先ほども

部長から答弁がありましたように、結果の

ですね、いわゆる一般に言われております

ＰＤＣＡでっか、このＣがですね、どうも

できたのか、できていたのか。それと、そ

のチェックをしなければ積み残しやいろん

なもんもあるしやね、この辺どの程度やっ

たのか。その辺お聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ＰＤＣＡのお尋ねでございます。 

  議員は、「とよの再始動計画」について

取り上げてらっしゃるようでございますけ

れども、我々、ＰＤＣＡにつきましては、

昨年の９月議会でも、平成２８年度決算で

事業評価を導入いたしまして、その事業評

価をもってＰＤＣＡを回しているというと

ころでございます。このたびも３月議会に

は、平成３０年度当初予算をお示しして、

事業評価シートを当初予算の説明資料とい

うことで活用させていただいておりまして、

今後は、決算においても予算においても、

また、議員もお尋ねの「とよの再始動計

画」においても、ＰＤＣＡを事業評価をも

って回していきたいということで進めてお

ります。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  全ての計画はそうなんですけれども、や

はり、プランづくりをしてですね、みんな

はドゥイングを、いわゆる実行してですね、

チェックして、そして、その後に足りない

部分、もしくはですね、できていなかった

部分をまたそこに組み込んでですね、アク

ションプランを立てると。ＰＤＣＡ。ただ、

今までずっとですね、平成２６年ぐらいか

ら財政計画ということでやってきたわけで

すけれども、もちろん社会状況も変わりで

すね、国の施策も変わりということで、豊

能町は特に自主財源がないと、依存財源に

頼っておると。特に交付税でっか、それと

私がよく言っています臨時財政対策債でっ

か、この辺に頼るところが非常に大きいん

ですね。その辺のチェックをしながら時代

の変化に対応してですね、新しいプランづ

くりをし、実行していくということが肝心

じゃないかなと思っております。 

  今回、この再始動計画もですね、やっぱ

り、私は、その最大の課題は、町長のおっ

しゃるようにですね、人口減少と少子高齢

化であります。つまり人口減少ということ

は、やっぱり町税の減少ということですね。

少子高齢化は扶助費の増大、そして繰出金

の増加ということで、特にですね、我が町

においては、人件費の増ということは、３

年連続ですね、これ監査委員から指摘を受

けているところであります。また、同時に

ですね、町の現状が激しいんですけれども、

それを今後のためにですね、今さっき言っ

た、国の依存になるんですけれども、交付

税もしくは臨時財政対策債でっか、この辺

は、やっぱり国の財政全てに左右される。

非常に不安定この上ないものであります。
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このため、やっぱり安定した自主財源の確

保と、このことがですね、３年連続で監査

委員から指摘されておるところでございま

す。 

  町長は、町政運営方針の中にですね、本

年度はですね、若年層の定住化により人口

減少に歯どめをかけるつもり、税収をふや

すと。そのために「とよの再始動計画」の

実施によってですね、合理化を図り、歳入

の確保、つまり自主財源の確保に努めてで

すね、持続可能なまちづくりを進める必要

があると、こう言われておりますけれども、

しからばですね、肝心なところの自主財源

の確保と、それと人件費の削減、この辺が

もうメインのポイントではないかと思うん

ですけれども、その辺の対策、対応といい

ますか、また、この再始動計画にどの程度

ですね、盛り込んで、今、ＰＣを立ち上げ

ているわけですけれども、そのプロジェク

トチームですね、検討していくのか。その

辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、「とよの再始動計画」における自

主財源の確保ということにつきましては、

財政運営の改革というような項目で、遊休

土地の売却でございますとか新電力の導入、

それからコインパーキングの導入などにつ

いて、引き続き検討を行っているというよ

うなところでございます。 

  議員お尋ねの自主財源、この確保でござ

いますけれども、これにつきましては、非

常に難しい問題でございます。一番大きい

自主財源は町税でございますけれども、ま

ず、その町税を確保するためには、人口減

少、若年層の減少、これらを食いとめなけ

れば町税の確保ということに至らないので、

自主財源の確保、イコール人口の維持、増

加というようなことになるのかなというふ

うに思いますが、町税依存の部分につきま

しては、先ほども御質問がございました、

使用料、手数料の見直しですとか、今、取

り組んでいる遊休資産の売却などをやって

いくというようなことでございますけれど

も、財政を一気に改善するというような、

即効性のある策はないというのが現実でご

ざいます。 

  もう１点お尋ねの人件費の件でございま

す。 

  人件費につきましては、増加する部分も

ございますが、今年度の人件費の増は、経

常的な増もありますけれども、定年退職の

増に伴う、退職手当の増ということが一番

大きな要因でございます。これまでも人件

費の比率については、何回も議員に御答弁

させていただいておりますけれども、本町

においては、採用をしばらく控えておった

というようなこともあって、職員の平均年

齢そのものが高いということで、１人当た

りの人件費が高くついているというところ

もございますし、東西に分かれているとい

うことから、吉川支所を置いておりました

り、幼稚園も２つございましたりというこ

ともあって、また、ごみの収集業務も、こ

のたび「とよの再始動計画」で民間委託を

打ち出しておりますけれども、今はごみの

収集、直営でやっておりまして、職員がお

るというようなことも、ほかの自治体と比

べると人件費の比率が高いというようにな

ってございます。ただ、ラスパイレス指数

を見ますと、去年の４月１日現在ですが、

本町は９７.７というようなことで、府内の

４１の市町村のうちで３０番目ということ

で、決して高いものではございませんし、

町村だけと比べましても、１０の町村があ

りますが、そのうち７番目というようなこ
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とでございまして、平均は下回っているの

かなというようなことでございまして、年

齢は高いんですけれども、ラスパイだけを

見ると、決して高くはないというようなと

ころでございます。今後、その人件費を抑

制していくためには職員数を抑制する。職

員数を減らしていくということとか、高齢

職員がやめたあと、若い職員を採用して新

陳代謝を図るというようなこと。これも人

件費の抑制につながっていくわけでござい

ますけれども、ほかにも民営化を進めるで

ありますとか施設の指定管理を進めるとい

うようなことで、人件費の抑制には努めて

まいりたいと思いますが、職員数そのもの

を減らすということは、今現在の業務量を

考えると、非常に困難な状況であるという

ようなところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  自主財源といっても、別に大きな企業が

あるわけでなし、今、豊能町も大きな事業

も起こしていないということで、なかなか

難しいところでありますし、また、豊能町

はですね、２極体制といいますか、西と東

に、要る施設はつくらないかんというよう

なこともあるんですけれども、これまでの

こともやっぱり反省しながらですね、新し

い体制、対応をしていかなければならない

と思うんですけれども、以前にですね、平

成２７年ぐらいでしたかな、基金を取り崩

さんとやってきたんやけれども、どうにも

ならんということで、基金を取り崩してや

るということで、平成２４年度以降、収入

額が不足したのもあってですね、やったと

いうことで、その原因なんですけれども、

１つはですね、それまで再任用制度、これ

凍結しとったんですね、ただ、それを解消

したということ。それから２７年、２８年

と人勧による職員の給料アップということ

もありまして、この辺のこともありまして

ですね、基金を取り崩したやり方になった

と。これまでは絶対に基金は取り崩さんぞ

ということで、平成９年からですね、行財

政改革大綱をつくって、２２年から２６年

度、財政の再建計画をやったんだけれども、

平成２２年から３０年度の中長期県民プラ

ンの中でですね、要するに、もう基金を取

り崩さなどうにもならんというような形で、

そういう形になったと。これは１つにはで

すね、やっぱり、国の中期財政計画が、国、

地方の基礎的財政収支、いわゆる国のほう

もですね、財政再建ということで、黒字化

を目指して対策を立てたということで地方

交付税が減ったと。同時に臨時財政対策債

も減ったということで、これはいたし方な

いんですけれども、ただ、今るるですね、

部長はいろんな方法を言いましたけれど、

私はもう究極といいますか、もう煎じ詰め

ればですね、やっぱり、この豊能町が１０

０億円以上の大企業の中で、何かといった

ら、やっぱり人材、職員にかかっとると私

は思っております。町長もこのごろはえら

い難しい言葉をよく使うんですね、横文字

ばかりで、もうシビックプライドでシティ

プロモーションとか言うてですね、私も慌

てるわけですけれども、ですから郷土愛だ

けじゃなくてですね、いわゆる、このまち

をよくしようと、もっといいまちをという

ことを自然発生的に考えるね、そういう意

識改革、これが基本やと、私もそうやと思

うんですね。だから、そこでですね、やっ

ぱりシビックプライドを醸成する方法につ

いてですね、部長は考えたことがあるのか

どうか。前回、説明したと思うが、職員は

採用した時点で、シビックプライドを持っ

ておるということをおっしゃったんですけ

れども、どういう意味でそういうことを言
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われたのかね、今後どうするのか、どうい

うふうにそのシビックプライドを醸成して

ですね、一般の住民さんも、職員頑張っと

るなと、わしらもやっぱりもっといいまち

をつくろうという、そういうシビックプラ

イドを感じるのか。この辺ちょっと、方法

があれば教えていただきたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員は、シビックプライドでシティプロ

モーションというようなことで取り上げて

いただいております。確かに、このシティ

プロモーションを成功させるためには、住

民お一人お一人も含めて職員もでございま

すが、このシビックプライドを持っていた

だくと。郷土愛ということに似ております

けれども、単にその郷土愛ということだけ

ではなくて、要するに愛着心を持って豊能

町をＰＲをしていただくというようなこと

が、シビックプライドを持つという意味で、

そういう意味でシティプロモーションもシ

ビックプライドを持って、それが一番大事

であるというようなことでございます。 

  職員に向けてでございますけれども、職

員は、豊能町に採用された時点で、シビッ

クプライドを持っているというふうに私は

考えておりますけれども、今後とも、この

たびつくりました「曲がりくねって、ただ

いま。」でございますけれども、そういう

ものを使いましてですね、職員ともどもシ

ティプロモーションをやっていきたいとい

うようなことで、それをもってシビックプ

ライドをより一層深めていきたいというふ

うに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  私はやはりね、職員のいわゆるモチベー

ションを生かすためにはですね、やっぱり、

このシビックプライドを評価する。そうい

う評価基準といいますかね、人事評価、そ

れが必要やと思うんですけれども、部長は

どういうふうにお考えですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  人事評価につきましては、もう平成２３

年から勤務評定のその反映制度というもの

を運営しておりまして、評定の結果がよく

ない職員についてのみでございますが、給

与等に反映をしてきたというようなことで

ございます。できる者にも報いるという、

要するに結果のええ職員についても、給与

等に反映をしたいというようなことでござ

いまして、人事評価については、これから

でございますけれども、そういう評定結果

を、成績のよい者にも悪い者にも両方反映

できるような制度化を進めたいということ

で、今、取り組んでいるところでございま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  ここにですね、人事評価のあれをこの前

もらったんですよね。人事評価表というの

があるんですけれども、これを見たけどで

すね、何といいますかね、採用試験の面接

の評価みたいな感じのもんですね。小学校

の通信簿みたいな感じで、これはですね、

頑張る職員に対する人事評価ではないんで

すね、つまり人物の評価はしとるんですよ、

人物の評価でなくて、その人物は結果を出

した仕事の評価、これ事業の結果評価をし

なければですね、だめであろうと。やっぱ

り頑張った人には頑張ったね、そういう対
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価といいますか、それを与える。その中で

ですね、やはり、やる気が出てくる。これ

がですね、いわゆるマイナスのサイクルに

なったらいけないわけであります。この間

オリンピックもありましたけれども、やっ

ぱり、メダルを取るために頑張るわけです

よね、目標はやっぱり設定しなければなら

ない。その目標がシビックプライド、「よ

し、もうちょっとええまちにしたろうか」

と、職員がそういう意識を持って住民さん

に対応したら、住民さんも自然とわかるわ

けです。「職員頑張っとんな、わしらもや

っぱり頑張らないかんな」と自然発生的に

住民さんがそういうふうに思う。そこでこ

のシビックプライドがですね、私はえらい

言葉を見つけてきはったなと思うんですけ

れども、これもネットで見たらきちっと出

ていました。やっぱり自分らの気持ちで、

自分らの言葉でその方針、方向をしなけれ

ば、なかなか絵にかいたもちみたいな形に

なるんじゃないかなと思うんですけれども、

要するに、これ私はいつも言うているんで

すけれども、トップ以上のまちはできない

と思っております。ですから、トップが要

するに職員と一緒になってですね、切磋琢

磨する。町長がよく言われておりますけれ

ども、切磋琢磨する中でですね、やはりシ

ビックプライドですか、シビックプライド

が醸成されて、積極的にシティプロモーシ

ョンがなされていくということであります。

そこをですね、やっぱり、これまでいろん

な事業が途中でですね、チェックなしにそ

の次にいくということが非常に多いんでで

すね、ですから、今後、新しいことをやる

に際してですね、やっぱり、また言われま

すけれども、ＰＤＣＡのＣ、私は、やっぱ

りＣが一番肝心やなと、Ｃが欠けるとです

ね、なかなか何事もうまくいかないんじゃ

ないかなと思うんです。だからいろんな作

業にも、やっぱり対応ではなくて適応する

部分が非常に多いなと。対応というのは、

問題に対して対応していく。適応というの

は、問題が起こったらそれに順応させると

いうことで、いわゆる相手に対してですね、

マイナス要因を与えるということであると

思います。そういうことでですね、これま

でやってきたことに関して、少し聞いてみ

たいと思うんですけれども、例えば、昨日

の質問で出ていましたけれども、学校の問

題ですね、学校の問題ですけれども、今回、

保幼小中一貫教育の推進と望ましい教育環

境の実現とありますけれども、つまり、子

どもの育ちを重視し、同時に適正な教育環

境を整備するということでありますけれど

も、私、今回の場合、こういう少子高齢化、

特に少子化に対応したことで、今の保幼小

中ですか、になっているのかなと思うんで

すけれども、ただ、社会の変化に対応する

少子化の教育のあり方ということに関して、

教育長は、基本的に、昨日も大分聞きまし

たけれども、私は、少子化による保幼小中

一貫校の推進やですね、教育的な関係から

の対応するのであって、運営面それから財

政面の適応であってはいけないと、私は思

うんですね。つまり、少子化による保幼小

中一貫教育に対応した子どもに対して、最

適な教育内容と最適な教育環境を与えるこ

とだと思うんです。昨日も一般質問で出て

いましたけれども、何で吉中の近辺やとい

うようなこともありました。その辺も含め

て、教育長の考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今回の保幼小中一貫教育と望ましい教育



 3－31 

環境ということで、教育大綱に示されまし

た内容についての御質問かと思っておりま

す。 

  今回、こういうふうな形で示させていた

だきました点につきましては、当然、子ど

もたちの少なくなっていく現状を鑑みまし

て、また、これまで７０年間、小学校、中

学校６・３制という義務教育制の国の見直

し等もございます。また、これからの子ど

もたちの教育環境をどのようにしていった

らより望ましいか。子どもの育ちを第一に

考えて、今回、こういうふうな形を示させ

ていただいたところでございます。先ほど

社会の変化にということも、当然この内容

の中に入っておりますし、また、行政的な

部分だけでやるんではなくて、特に子ども

の教育の環境を第一に考えてという、議員

の御指摘、そのとおりだというふうに私ど

も考えております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  町長はですね、教育力日本一と、すごい

なと思います。日本一と言っているわけで

す。そうすればですね、昨日も何か財政的

な部分も出ておったんですが、私はですね、

教育力日本一とあえて言うならですね、金

銭面なんかは度外視してですね、いわゆる

心を科学するといいますか、真の学力観、

これの育成を第一義的に考えるべきではな

いかなと思うんですが、どうもあちこちに

ですね、財政面とか運営面とかいうのがち

らほら出てくるんですけれども、その辺、

教育長はどういうふうに思われますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  昨年の２月に、町長より、教育力日本一

を目指すということで大きな目標をいただ

きました。それは本町において、教育に対

することに関しまして、これまで以上に熱

意を持ってやっていこうという強い意志を、

私は受けとめさせていただきました。 

  教育委員会といたしましては、その目標

にできるだけ近づけるべく、現実もしっか

りと直視しながら、その課題に着実に、あ

るいは継続的に進めていきたいと思ってお

ります。いろいろ国の制度並びに考え方も

十分理解をしながら、本町にとっての最も

よい教育環境をどうすべきかというのを、

全力を挙げて頑張ってまいりたいと思って

います。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  今回、教育力日本一を目指してやってい

くということで、豊能町の教育大綱が出さ

れておりますけれども、２１世紀を生き抜

く確かな学力の育成と推進ということです

ね、子どもたちは達成感を味わえる授業を

行い、基礎的、基本的な知識にも素材を生

かしてですね、問題の解決を図るために思

考力、判断力、表現力を身につけ、みずか

ら学ぶ意欲を持った２１世紀を生き抜く子

どもの育成、これを私、読んだときにね、

私は平成３年度のね、古いデータで、全く

同じね、新しい学力観、これがですね、思

考力、判断力、表現力、みずから考え主体

的に行動する、心豊かなたくましい子ども

を育てようということでやってきたんです

けれども、今回ね、これをいいチャンス、

ワンチャンスと捉えてですね、世界一をじ

ゃですね、教育力日本一と言ってくれてい

るんですから、やっぱり、子どもを中心に
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ですね、原点は教育をどうするかというこ

と。だからね、ハード面はそっちに置いて、

まず、ソフト面にどういうハード面がいる

かという観点でやってもらわんとですね、

だから吉中がいいか悪いかという話の前に、

幼小中一貫教育になったときに、どういう

教育を与えるのがいいのか、そのためには

どうかと、だから逆の発想やないかな。先

の場所が決まるということはね、どうも私

は解せない。だから子どものために教育環

境、教育内容、それをまずつくってから、

それにつけ加えていく。だからこんな言い

方したら、本末転倒みたいな部分があるん

じゃないかなというふうに思うんですけれ

ども、どの辺の議論があったのか私もわか

りませんけれども、教育長はどう思います

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今、学習指導要領のことを御発言いただ

きましたけれども、一応、１０年に一度、

学習指導要領が変更していきます。しかし、

基本的には、今、議員がおっしゃった、そ

ういうふうな学び方、あるいは子どもの育

ち方というのは、基本大きく変わっている

わけではございません。ただ、社会の変化

に対応して、いろいろなさまざまな対応を

していくというのが国の考え方であって、

これはそういうことかなというふうに思っ

ております。今回、幼保小中一貫の教育に

ついてと、もう１つ、学校再配置というこ

とになりましたけれども、従前から議会で

も答弁させていただいておりますけれども、

そのときの平成２８年の答申を受けまして、

２８年６月に担当者会を持ちまして、まず

ソフト面を先行していったと。約１年半あ

るいは２年をかけて、今現在２年をかけて

おりますけれども、さまざまな議論をして

いただきました。また、議論だけではなく

て先進校の視察、あるいは研修会の開催と

いうことで、先生方で何度も議論をしてい

ただいて、初めて本町の子どもの目指す像

をつくりました。これまでは各学校で目指

す子ども像というのをつくっておりました

けれど、豊能町１つで、これを先生方、頑

張っていこうということで、豊能町に誇り

をもち自信をもって生き抜く子どもの育成

ということをつくっていただきました。ま

た、豊能学とか、あるいはキャリア教育と

か、そのほかのさまざまな豊能町を１つと

して物を見て、子どもを育てていこうとい

う心構え、あるいは方針並びにそういうこ

とについては、いろいろ議論させていただ

きました。そして、それから昨年の８月に

町長から御指示いただきました、ハード面

を含めて検討してほしいということであり

ましたので、決してハード面を先に議論を

したわけではございません。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  社会の変化ということでは、もう私は非

常に驚いているのは、お母さんが変わった

なということを実感しております。今、残

念ながら、希望ヶ丘の自治会も子ども会が

なくなったと。子どもにはなんの罪もない

わけでありますけれども、だから我々、私

もちょっと自治会のお手伝いしていますけ

れども、それやったら自治会でね、子ども

を育てようやないかとね、だから、やっぱ

り子どもに対して大人としての責任ね、こ

れはもう果たさないかんことであろうと。

地域のことは地域でやれという町長のいつ

ものお話ですけれども、もちろん地域でで
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きることは地域でやります。しかし、協働

ということになれば、お互いにない部分は

補完していただくという、地域でやるけれ

ども、それに対する財政支援とかそういう

こともね、やっぱり考えていかんと、何ぼ

やれやれいうたって、ボランティアで全て

できるわけじゃないわけであります。です

から、そういう意味ではですね、やはり、

その地域、学校、家庭で一体となってです

ね、やっぱり子どもを育てる。子どもを育

てるということは、我々の未来を育てると

いうことでありますんでね、そういう大き

い観点に立ってですね、これから子どもの

育成ということを考えていかなければなら

ないと思うんですね。この間からオリンピ

ックを見ていますと、金メダルを取ったス

ケートの羽生結弦でっか、すごいすごい子

やなと思いました。あれこそ、やはり私は

風雲児やな、何か武士道みたいな精神を持

っているなと。どんな親が育てたんかなと、

親の顔が見たいが親は出てきません。ああ

いう席にはね。だから、その家庭、地域、

その稽古力というのは、まさしく大切やな

と思うんですね。だから、そういう意味で、

私は何で吉中やねんと、私は朝、子どもと

毎朝接していますけれども、それもできな

くなるな、寂しいなという思いもしていま

すし、地域は地域で子どもを育てたいとい

う意識もありましてですね、その意味も含

めてですね、やっぱりもう一度ですね、い

ろんな意味で検討していただきたいなと思

うんです。やっぱり社会教育、家庭教育、

学校教育、これが一体となった日本人の精

神力といいますか、そういうものが培って

いくんじゃないかなと。日常生活の中でで

すね、お互いに親と子が学び合い、また、

子どもと子どもは学校で学び合い、学校と

先生との学び合いもあると。だから知育だ

けやったらね、別に学校へ行かせることは

ないんですわ。塾に行かせとったらええわ

けです。我々、親が子どもを学校に行かす

というのは、そういうことじゃないと思い

ます。要するに５日制の時にテレビに出た

ときに塾の先生が言いました、もう学校な

んかに子どもをやらんでも塾へ来させてく

ださいと。１日だけ学校へ行かせて、子ど

もが生きているという証だけ示してくださ

い。うちが全部していますみたいなことを

言いはってね、そうじゃないでしょうと、

それやったら塾へ行かせます。子どもがね、

どう生きるかと、生き方ね、そういうもの

がやっぱり学校にあるから行っとるんじゃ

ないんですかと、そのオリンピックが日本

人の誇り、それから日本人である喜び、そ

れから感動、それから感謝、そういうこと

をたくさん見ました。先ほど言うてはった、

２つの金を取った女性のね、あの人も２位

になった人にね、やっぱり、また頑張ろう

ねという感謝のね、激励の抱擁をしていま

したけれども、あれは私は２位になったか

らやったかなと思って、私は誇りに思って

おりますけれども、そういう意味でね、や

っぱり教育というのは、我々の利害をつく

る面がありますし、子どもは未来をつくる

もんでありますから、そういう意味では、

私は何ぼ金をほり込んでも惜しくないなと

思っておりますんで、そういう観点でです

ね、今のような検討部会の中で、そういう

ことも含めてね、再度検討していただきた

いと思いますが、その辺どないですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  子どもが育っていく過程において、さま

ざまな場所、あるいは人のかかわりいうの

は大変大切なものと私も思っております。 
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  まず、生まれたときは御家庭で育んでい

ただく。これは教育基本法にも書いてござ

いますけれども、子どもの教育の第一位は、

保護者あるいは家庭にありというふうにう

たっております。また、子どもたちが少し

大きくなって地域と一緒に育っていく。こ

れは子ども会、今御指摘がありました、子

ども会がだんだん子どもが少なくなって、

なかなか存続が難しくなっているというの

も実態としてあろう。しかし、地域での交

わりとか、あるいは子ども同士での体験、

また、異年齢の交流ができる。体験として

知っとっても重要だなというふうにも私は

思っています。 

  それから、いずれそういう集団教育の場

として学校がございます。昨日も申し上げ

ましたけれども、学校でのさまざまな友達

とのかかわり、あるいはクラブ活動、さま

ざまなことを通して、人間形成がしていく

ということがございます。そういう中で、

議員が御指摘のありました、日本人として

のしっかりとした物の見方、考え方をいか

につけるかというのも、これも大事なこと

だと思っております。今回、来年から小学

校で特別の教科、道徳という、一度教科書

を手に取って見ていただきましたら、とて

もいいお話が３０数編もございます。あれ

を、これから教科書として、各学校で子ど

もたちに順次、先生方が教えていただくと

いう課程は、これからいずれまたよりよい

子どもたち、あるいは日本人としての心を

持った児童生徒の育成がなされるんではな

いかと、非常に私も期待しておりまして、

今後とも保幼小中一貫教育の検討とか、そ

ういうものが立ち上がりましたら、そうい

うことも含めて頑張ってまいりたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  子どもは人生の曙というわけであります。

太陽が昇るがごとく、我々も癒され、そし

て期待してですね、きちっと育んでいかな

ければならないと思っておりますんで、教

育長にはよろしくお願いいたしたいと。同

時に、町長にもですね、そういう財政的な

支援もお願いしたいと思うわけであります。 

  もう時間もありませんけれども、私が今

回、基本的にはこの豊能町の財政健全化に

向けては、キーポイントは職員であると思

っております。だから一回、子どもさんチ

ームでもつくったらどうですか各課に。そ

して自分でですね、ハートシビックプライ

ドをやってみてですね、そういうのを発表

するような形の場をつくるとかですね、言

いかえればですね、議員との交流間もいい

じゃないかと、そういうことでね、やっぱ

り前向きに一歩進めていただきたいと思い

ます。 

  町長におかれましてもですね、ちょっと

ほかで大変だと思うんですけれども、やは

り職員の育成ということでは、私は前に士

風ということを言いました。士風、風を変

えなければならないと、使える風、いわゆ

る職員の風を変えなさい。仕風を変えれば

まちは変わるということが言われておりま

す。その辺で町長のリーダーシップをとっ

ていただきましてですね、何ら厳しいこと

だけじゃなくて、寛にして栗ということが

あります。寛大にして規律、厳しく、優し

く厳しくということをですね、今後、職員

と一体となって頑張っていただきたいと思

います。 

  我々議員のほうもですね、協働というこ

とを言われておりますけれども、町長とと

もにですね、まちづくりをしたいと思いま

すが、協働というのは、基本的には情報を
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共有すると、町の情報が全てわかっている

中で我々はサポート、もしくは信頼できる

と思っております。ですから、今後、議会

と行政が一体となって、車の両輪とか言わ

れますけれども、車の両輪となって住民さ

んを乗っけてですね、幸せに向かって一直

線にまっしぐらに走るような体制をつくっ

ていきたいと思いますので、今後よろしく

お願いいたしたいと思います。 

  これで一般質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、西岡義克議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩します。再開は１３時

といたします。 

（午前１１時５１分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、田中龍一議員を指名いたします。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  皆様、改めまして、こんにちは。 

  ２番・田中龍一でございます。 

  議長から発言のお許しがございましたの

で、一般質問をさせていただきます。 

  町民の皆さんの代表として、しっかりと

質問させていただきます。また、理事者の

皆様と同じく、このまち豊能町をよいまち

へと変えてまいりたいという思いで、質問、

提案をさせていただきますので、前向きな

御答弁をよろしくお願いいたします。 

  さて、昨日３月６日、天皇陛下の御譲位

に伴う退位の礼の実施が閣議決定され、平

成３１年４月３０日に実施することが正式

に決まりましたという報道がありました。 

  実は、この天皇家と豊能町が、亥の子餅

によって古くからかかわり合いがありまし

た。こういったホットなニュースがありま

したので、ちょっと通告の順番を変えまし

て、豊能町まち・ひと・しごと創生総合戦

略の、２番目の亥の子餅からさせていただ

きます。 

  まず、亥の子餅の起こりでございますけ

れども、昔１５代天皇、これ応神天皇が皇

太子だったころにさかのぼります。今の天

皇陛下は１２５代ですので、かなり昔の話

ですけれども、神功皇后と当時皇太子であ

った応神天皇、その香阪皇子という方が、

国を奪おうと軍勢をもって攻めてきて、そ

のときに神功皇后と皇太子、いわゆる応神

天皇を追いかけ、この山中で殺そうとしま

した。そのときにイノシシがたくさん出て

きて香阪皇子に飛びかかり、香阪皇子は仕

方なく大木に登って逃げた。そこでイノシ

シがその大木を根から倒して、ついに香阪

皇子を食い殺して皇后と皇太子を助けたと、

こういった話がございまして、それを受け

まして、１５代天皇の応神天皇の代より毎

年、亥の月、亥の日を祝して吉例、めでた

いしきたりとして亥の子餅を、この東能勢

村、つまり、今の豊能町から宮中へと献上

させ、そのしきたりが明治まで続いており

ました。また、ここ最近、弾力的に２回ほ

ど行ったというふうに聞いております。こ

の亥の子餅の道具は、大阪府の民俗文化財

にも指定されておりまして、今、豊能町の

郷土資料館に展示があります。そこには御

用札というのがありまして、この御用札に

は、禁裏御用、諸大名行列を追越御免のこ

とと書かれています。つまり宮中、天皇の

住まわれている御所に入ることができます

よと、大名行列も追い越してもよいと書か

れた非常に権威のある、由緒のある一連の

道具が展示されております。つまり、天皇

家とこの豊能町が古くからかかわりを示す

証拠が残っております。 
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  先ほど申しましたように、天皇陛下の御

譲位に伴う退位の礼の実施が、来年の４月

３０日に実施されることが正式に決まって

おります。つまり、来年の天皇陛下様の御

譲位の年、この絶好の好機に、先人が長年

にわたって築いていただいた禁裏献上亥の

子餅をぜひ復活させ、新天皇と国民の無病

息災と日本国の子孫繁栄を願って新天皇に

亥の子餅を献上し、まさに豊能町しかでき

ない効果的なシティプロモーションを実施

する考え、これをぜひしていただきたい。

また、来年度の実はイノシシ、１０年に一

度のイノシシの年でもあります。イノシシ

の年、亥の月、亥の日、まさに絶妙なタイ

ミングでございます。こういったことで、

ぜひ亥の子餅を復活させ、シティプロモー

ションとして考えることをしていただける

かどうかについてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  禁裏献上亥の子餅、これにつきましては、

行政が主体となって何かをするということ

はいたしませんけれども、地域の方々が、

地域の魅力としてこれを実現しようという

ことになれば、支援はしていきたいという

ふうに思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  これやはり、行政やまちの姿勢ではだめ

だと思います。ですので、やはり、これは

行政からもぜひ指示をしてあげて、この復

活をまちの人とぜひやっていただきたい。

本当に絶好機でありますので、そういった

ことをしていただきたいと思いますけれど

も、町としても、その住民の方の援助とい

うかサポートをしていただきたいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  地域の方々がなさるということであれば、

当然のことながら、今、議員もおっしゃっ

たとおり、行政として支援はしてまいりま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひサポートをお願いいたしたいと思い

ます。 

  また、この亥の子餅は、豊能町の新たな

名物というふうにできるのではないかと思

っております。まさに禁裏献上というのは、

今で言えば宮内庁御用達と言えると思いま

す。宮内庁御用達、亥の子餅として製造し

て売り出す。こんなことを、売り出すとい

うのは補助を出すとか、そういうことをす

ればシティプロモーション、また新たな名

物ということにもつながると思いますので、

そういった考えがないかについてお伺いい

たします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  名物にしてはどうかということでござい

ます。それは、すなわち起業ということに

なるかもわかりませんが、新しく起業なさ

るのであれば、そういう助成のシステムも

ございますので、それを活用していただき

たいというふうに思います。行政として支

援はしてまいります。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 
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  ぜひ行政として支援という話、当然して

いただきたいんですけれども、やはり、こ

れね、こんなチャンスというのはめったに

ないチャンスですので、これをやはり積極

的にとらまえて、行政としてまちの姿勢で

はなくて、ぜひ住民の方とも一緒に進めて

いただきたいと思いますので、これはぜひ

よろしくお願いいたします。 

  次に、新名神、この新名神が、この３月

１８日に全線で開通する予定となっており

ます。この豊能町は、箕面とどろみインタ

ー、川西インターの２カ所のインターチェ

ンジからアクセスできる、非常に利便性の

いい好立地であります。このチャンスに企

業誘致を積極的に展開してほしいと思って

おります。 

  豊能町では、平成２５年とこの３０年に、

市街化調整区域での開発許可できるように、

４２３沿いで法整備ということで整えられ

ましたけれども、町主導でこの法律を地主

とか事業者が積極的に活用してもらえるよ

うな施策、また、そのほかの企業誘致策に

ついて考えているのかお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  本町ではですね、人口の維持と既存集落

における地域コミュニティの維持、充実と

か、あと地域の活性化のために町内での居

住者の定着、それと就業の機会の創出、こ

の２つがですね、必要であるというふうに

考えています。中でも企業進出が進まない

本町においては、企業誘致を推進するため

の環境づくり、これが何よりも重要でござ

いまして、これらの課題への対策として、

平成２７年４月１日には、豊能町市街化調

整区域における地区計画のガイドライン、

これを策定したところでございます。 

  先月の２月２日の議員総会でも御説明さ

せていただきましたけれども、市街化調整

区域で地区計画の対象、０.５ヘクタール以

上なんですけれども、この対象にならない

小規模な開発行為についてはですね、国道

４２３号を指定沿線といたしました、町独

自の都市計画道路上の取り扱いの審査基準、

唯一それの建築物については、近隣商業地

域の用途制限に準ずるものでございますが、

これを平成３０年１月１日付より施行した

ところでございます。 

  本町につきましては、既に本町ホームペ

ージには掲載しておりますけれども、この

取り扱い基準がですね、さらに周知してい

くように、りそなニュースといいまして、

りそな銀行が出されているメルマガなんで

すが、これに掲載するというふうなことも

予定をしています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今、りそなニュースといえども、ＰＲし

ていくというお話伺いました。 

  もう一弾、例えば、こういうことをした

らどうかということがございます。 

  例えば地主と事業者をマッチングするよ

うな、プラットホーム的なことがこの町で

できないか。例えば地主がこれぐらいの土

地を持っていますよとエントリーする。事

業者は、こんな事業ができないかといって

エントリーする。いわば結婚情報センター

的なものですね。ですから個人情報という

のは伏せておいて、こんだけ土地があるよ

と地主が言い、こんな事業をしたよという

事業者が言う、それを町が見て、それぞれ

意向を聞いて最終的にマッチングするよう

な、何かそういうプラットホーム的なこと

をしていかないと、なかなか今の法律で適
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用してくれるところが出てこないと思うの

で、そして、こういうマッチング的なこと

を、町主導でやっていただけないかどうか

についてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  マッチングといいますかですね、今現在、

問い合わせもあることは事実でございます。

一定この町が行っている施策については、

今後もですね、大阪府のホームページとか

にもリンクするような形でお願いをしてお

りますし、町のほうで積極的にマッチング

を行うということは、その対象となる土地

がですね、この制度に入れることができる

土地でないとできないわけでございまして、

まず土地を持ってらっしゃる方が、どうい

う意向をされているのかということを確認

する必要がございますので、それが先決か

なというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  まさに言われているとおりでございまし

て、ですので、土地をお持ちの方も積極的

にＰＲをしていただきたい。それをもって

マッチング的なことまで持っていきたい。

多分そうしないと、これはなかなか進まな

いと思います。 

  また、一方で、その事業者については、

第３工区で進出を考えていたけれども、進

出できなかった企業もあろうかと思います。

ですので、そういった企業へのＰＲ、また、

今、土地を持っている方へ、こういう法律

ができましたと、運用ができますよといっ

たことのＰＲ、このＰＲを町としてどのよ

うにやっていくのかについてお伺いいたし

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  ＰＲといっても、いろんな形のものがあ

ると思います。まず土地をお持ちの方につ

いてはですね、町の広報でもお示しもして

おりますし、箕面森町の第３区域から漏れ

た方、こういう法令につきましては、我々、

情報を持っていませんのでコンタクトを取

るわけにいかないんですけれども、そのほ

かの人たちにとっては、先ほど申し上げま

した、りそなニュースというのは、非常に

たくさんの人に対して情報発信していただ

いているわけなので、こういったものを活

用して、していただければいいかなという

ふうには考えています。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひ積極的なＰＲと、やはりマッチング

的なことを、ぜひ実施していただきたいと

思いますので強く要望いたします。 

  次に、地域の課題を解決するビジネスと

いうことで、東地区では、これまで質問さ

れておりますけれども、西地区に比べて医

療が充実していないということが大きな課

題であります。国保診療所の内科の診療時

間は、月水金の午前中だけです。また、箕

面病院から通常業務をしておられるお医者

さんが交代で来ていただいている。つまり、

１人のお医者さんが診ているんじゃなくて、

交代で複数のお医者さんが診てもらってい

るという状態です。患者さんにとっては１

人のお医者さんでないので、必ずしもちょ

っと不安な面も出てくるでしょうし、また、

担当するお医者さんにとっても、本業を持

ちながらこれをやるというのは大変負担だ



 3－39 

と思います。そういったことからも、この

東地区の医療問題を解決するために、この

診療所に開業医の公募をしてほしいのです

が、どうでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  ビジネスという考え方でですね、開業医

を公募してはどうかというようなことでご

ざいますが、今はですね、今、議員おっし

ゃいましたように、豊能町の東地区で唯一

の医療機関ということで、今、月水金とい

うことで、箕面病院とそれから池田市立病

院にお世話になりながらですね、やってお

るわけなんですけれども、今後につきまし

てもですね、在宅医療、これをうたうより

も大阪府の地域医療構想、これを踏まえな

がら国保診療所東地区の唯一の別館として

ですね、地域の医療系ということで、単に

民間クリニックのビジネスベースに乗せる

ということではなく、地域住民の安心・安

全を守り、それから信頼される医療機関と

して、将来にわたり地域医療を守り続ける

ことを主眼に、今後の充実を目指してまい

りたいと考えてございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  まさにおっしゃった医療の安心や継続的

なことという話でいけば、当然やっぱり１

人のお医者さんがずっと診てもらえる。そ

れも専任で診てもらえるというのは非常に

大きなことだと思います。今は通常のお医

者さんが、自分の仕事を持ちながら来てい

ただいているような状況です。これはやっ

ぱり来てもらっている方の、今は御好意に

甘えてやっているようなふうに思えるんで

すよね。これをやはりきっちりと適正な形

に変えてやっていただきたい。 

  私もいろいろ調べたんですけれども、箕

面森町で実は開業医のテナントの募集をし

ております。森町に聞いたところね、いろ

いろ引き合いがあるというふうに聞いてい

ますんで、可能性としては十分あると認識

しています。森町に聞いてみますとね、面

積が１４０平方メートル程度で、あとはト

イレをつくってくださいとか、事業をした

あとは原状回復してくださいとか、うちよ

りも非常に厳しい条件がついています。そ

んな中でもいろいろ応募はあるというふう

に聞いています。また、市としても学校に

委嘱をするとか公費負担の各種要望、県市

の委嘱をするとか、また、当初１０年間の

賃料、５年間は無料、あと１０年までは継

続的に上がっていくようなことで、免除し

ていくことで公募をしているということで、

引き合いがあるというふうに聞いています。

距離的にもそんなに変わるところではない

ので、ぜひ、やはりこれ考えていただいて、

継続的に東地区で医療を１人のお医者さん

が診てもらうような、そういうことをぜひ

考えていただきたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  今、議員おっしゃいますように、複数の

ドクターに今お願いをしているといいます

か、箕面病院は箕面病院でですね、そちら

の本来の診察のドクターをですね、何とか

切り盛りしていただいて来ていただいてい

ます。月曜日と金曜日に来ていただいてい

るんですが、そこは４人体制で入っていた

だいているんですが、総合病院になります

とですね、１人のドクターではなしに、何

人かのドクターが１、２、３、４、５とか
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いうて部屋がありましてね、ここに出てく

るように、ここに来るようにということで、

逆に言いますとですね、ドクターと合う合

わんのことがありましてですね、今、様子

を見ていますとですね、やはり自分に合っ

た先生のときに行かれるというようなこと

も、逆にメリットとしてあるようでござい

まして、１人のドクターというよりかはで

すね、今はそういうことになっているとい

うことで、それもですね、今、議員がおっ

しゃいますように、このままずっと月水金

だけで続けていくかということではないと

思うんですけれども、そういった形をです

ね、続ける形というのもあるわけではない

かなと思ってございまして、例えば、今一

番御苦労いただいている箕面病院とですね、

例えば指定管理ができたとして、そのとき

は一人の先生ではなしにですね、曜日を決

めてＡ先生、Ｂ先生、Ｃ先生とかいうこと

でお越しいただくことによってですね、患

者さんからのほうがドクターを選べるとい

うことで、相性の合う先生とですね、自分

の医療にかかっていただくというやり方も

あろうかと思いますので、今後もですね、

以前といいますか、別の議員の質問にもお

答えさせていただきましたが、やはり、今

御苦労いただいている箕面病院さんとです

ね、もう少しその辺のところを、今後充実

していけないかというところをですね、詰

めさせていただくというほうが先決ではな

いかと思ってございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  複数のお医者さんによるメリットという

話もありましたけれども、基本はやはり、

もともとお一人のお医者さんでやっておら

れたのが、まず基本であって、ずっとその

お医者さんが月曜日から金曜日、常にいて

おられた。これがやはり一番の基本だと思

います。ですので、今、箕面病院さんとお

話されていると話ですけれども、やはり本

業を持ちながらここに来られているという

こともあるので、これはやはり、ここの専

業をしていただける方というのは、やはり

見つけていただくのが、このまちのためで

もあると思いますので、また、決してそう

いった、要は来てくれるお医者さんのニー

ズはないということではないというのがわ

かりましたのでね、ぜひともね、進出して

くれる方の可能性としては十分あるという

ふうに認識していますので、ぜひ来ていた

だける方を公募するようなこともね、念頭

に置いて考えていただきたい。これは当然、

町の財政的にも非常に助かることもありま

すし、住民の方にとっても、１人のお医者

さんが常に診ていただけるという安心感も

あるので、今これを聞いても、また同じ答

えだと思いますので、ぜひともこれは検討

いただきたいということで、要望させてい

ただきます。 

  次に、３番目の防災行政無線のほうに移

らせていただきます。 

  こちら防災行政無線の災害情報の伝達、

これは住民の命にかかわる非常に重要なこ

とでございます。確実に伝えるためには、

土砂災害特別警戒区域に加えて、土砂災害

警戒区域に居住する世帯も含めた各戸にポ

スティングなり郵送するなり、周知をする

ように１２月議会でお願いいたしましたけ

れども、実施はしていただけたかどうかに

ついてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  土砂災害特別警戒区域への周知でござい

ますけれども、土砂災害特別警戒区域に入
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っているか入っていないか、この判断が困

難でございまして、区域を指定いたしまし

た大阪府のほうでないと、判断ができない

建物も多くあるという実態でございますの

で、このようなことが理由で、戸別の通知

は行わなかったということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  入っている入ってないんかというのは、

これは結局、大阪府が国に従って決め、次

は、豊能町がそこに入っている方に対して

防災無線機を貸与するという話になってい

ます。これは、やっぱり行政が一定決めた

こと。住民にとっては、やはり自分でこれ

は入っている入ってないというのは、やっ

ぱり、行政がきっちり示さないと誰が示す

のですかね。本当に、この豊能町は過去に

も昭和１３年にも土砂災害も大きな事故で

あって、死者９人、倒壊件数４６カ所、家

屋浸水６７カ所、山崩れ３００カ所とか、

こういったことも過去にあった。そういっ

た地域でございます。これはやはり行政は

きちっと示さないといけないと思います。

また、大阪府自身も、大阪府の地域防災計

画を見てみますと、この中の施策の方向性

に逃げるための施策の総合化というのが挙

げられていまして、この土砂災害について

も、とりわけ土砂災害、ここだけ取り出し

ても土砂災害から逃げる対策促進事業の取

り組みについてということで、いざという

ときに逃げる力を身につけておく取り組み

が求められていますということも書かれて

います。これは、やはり行政から、ここは

入っているよということをきちっとお知ら

せするというのは、これは絶対必要なこと

だと思います。これ積極的に知らせるのは

行政の責務だと思います。これはどこが入

っている入ってないかというのは、これが

わからなければ町が府に問い合わせをして、

町の基準のどこに設置するのかを決めれば

いい話ですんで、それが入っている入って

ないを理由に、これを断るというのは私に

は理解できないですし、住民の命にかかわ

る話ですから、これについては、ぜひ調べ

ていただいて決めていただいて、それぞれ

にポスティングしていただきたいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  この戸別受信機の申し込み状況、また後

ほど質問があるかもわかりませんが、土砂

災害特別警戒区域内では３軒だけというよ

うな状態でございました。全戸に個別に通

知をするべきであるというようなことでご

ざいますが、レッドゾーンかイエローゾー

ンか、地図については既にマップを配布を

しているというようなことで、お一人お一

人が確認はしていただけるようになってお

りますが、その宅地の一部がかかっている

かかかっていないか、これについての判断

はそれぞれ個別にしなければならないとい

うようなことで、このたびは通知をしなか

ったというようなことでございます。申請

がございましたら、その一戸一戸について

は確認をしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  申請があったら一戸一戸について確認を

したいという話があったんですけれども、

ならば、今、地図上で１戸１戸、これ全部

というわけじゃないですから、際どいとこ

ろは確認をして、決めていただくというこ

とは今やるのか、きてからやるのか、やは

り今やったほうが時間的にも当然、行政が
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一戸一戸見るよりは、決めていただいたほ

うが当然時間的にもいいですし、住民の方

にとっても、これはやっぱり知っていただ

いて、何かあったときに逃げる態勢とかと

いうのを整えていただくというのが大事や

と思います。これはぜひともね、僕は断る

理由がよくわからへんのですわ、これは本

当に住民さんの命にかかわる話なんで、ぜ

ひともお願いをいたします。再度、御答弁

をお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど申し上げたとおり、レッドゾーン、

イエローゾーンをお知らせをしたわけでご

ざいますけれども、戸別受信機も設けるこ

とができますということも、個別ではあり

ませんが広報はさせていただいた。結果、

３軒の設置というようなことでございます

ので、もっとたくさんの御要望があって混

乱をきたすというようなことがあれば、議

員の御指摘のようなことも必要かもわから

ないというふうに思っています。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  先ほどの一般質問の中で、避難行動を支

援者について個別に送って、４５２世帯の

うちから７３世帯応募があったというふう

に聞きました。ですから、今、関心がある

ないというのは、まさにここにあらわれて

いると思うんです。やはりポスティングさ

れれば、これだけの数は出てくるわけなん

ですよね。ですから慣習というのは、本当

に行政がきちっと住民の方にお伝えしない

と誰がするのかなと思います。特に、今、

行政は防災行政無線を配布すると決めたの

であるから、これについてはもうぜひとも

お願いします。また、これから６月に向け

てまた雨量がふえてくる時期になろうかと

思いますので、これもう即刻やっていただ

きたいと思います。同じような答えになる

という非常に寂しいんですけれども、これ

は時間あれですから、もうこれを強く要望

してお願いいたします。 

  それと、土砂災害警戒区域、これについ

てのエリアを広げていただきたいというこ

とでお願いしましたけれども、それについ

てはいかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  特別警戒区域と警戒区域のことをおっし

ゃっているのかというふうに思いますが、

特別警戒区域に今は限定しておりますが、

それでもお申し込みは３軒というような状

況でございまして、もっとニーズがあれば、

議員のお考えのことも考えなければならな

いというふうに思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  これはニーズの問題ではないと思います。

本当に大事な情報やったら住民の方に知ら

せる。これは義務があると思いますので、

ニーズ云々で言うのではなくて、やはり、

きっちりと知らせてほしい。 

  先ほどの土砂災害警戒区域内についても、

これは国のほうからも交付税の措置はされ

るというふうに明示までされております。

ですから交付税措置もされますので、ぜひ

ともこれもお願いします。ちょっと今のお

答え聞いて、非常に住民さんの命をどのよ

うに考えておられるのかというのは非常に

不安に感じました。ちょっと何度聞いても

同じような答えしか返ってこないように思



 3－43 

いますので、ぜひともね、これは本当に強

く強く今の２点、戸別配布とエリアを広げ

ることについてを強く要望して、次の質問

に移らせていただきます。 

  次に、１番目に戻らせていただきまして、

小・中学校の統廃合について質問させてい

ただきます。 

  先日、平成３０年２月２１日付の豊能町

の教育大綱が示されて、町内全ての小・中

学校を１つにまとめ一体型の小中一貫校を

整備すると。保育所、幼稚園については、

東西両地区に認定こども園を整備する。整

備時期は、平成３５年４月を目標に整備す

るというふうに示されました。その中で、

小中一貫校と西地区の認定こども園の設置

場所については、現在の吉川中学校及びそ

の周辺という案が出されました。今、子ど

もらの多くのことですね、小中一貫校、そ

れに認定こども園、これを設置するには、

今の想定している敷地で本当にできるのか

なと。児童、中学生用、小学生用の校庭が

とれるのかなと。プールについても当然、

小学生、中学生と深さの違うのも要る。体

育館についても、これは全クラスが使える

ようにするんであれば、１個ではどうかな

と。加えて、新たに認定こども園の園舎と

か園庭、こういったことが本当にとれるの

かどうか、物理的にとれるのかどうかとい

うことを確認されているのか。また、加え

まして、これまで以上に大きな規模の駐車

場も確保する必要があります。例えば小学

校の運動会をする場合、当然、東地区の方、

保護者は車でないと来れません。また、西

地区の方も車で来られる方もいらっしゃい

ます。ですから大規模な駐車場もとる必要

がある。ですから、今言いましたように、

小中一貫校かつ認定こども園、かつ、その

大規模な駐車場、これを適切な教育を行い

ながらとれるということについて、きっち

りと確保できるかということを確認してい

るかどうかについて、質問させていただき

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  保幼小中の再配置ということでですね、

今回、教育大綱として出させていただいた

わけでございますけれども、その中で、当

該再配置をする場所が現吉川中学校で、そ

の周辺ということで出させていただいてお

ります。これまでにですね、先駆けて小・

中学校の連携で、一体型の小中学校をつく

られておられるところの学校等のですね、

建物の面積等とかね、そういうものもいろ

いろと調査をさせていただいております。

そういう中でですね、現在の吉川中学校で、

その周辺ではですね、十分に建設は可能で

あろうと思っております。ただ、具体的に

はですね、来年度の予算でですね、今現在

お願いをしております基本構想の中で具体

的な建設面積も出てきますので、その中で、

その周辺ということにつきまして、どこま

でを学校として使っていくのかということ

を決定していきたいと考えています。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  面積が十分にとれるというふうにおっし

ゃられたんですけれども、これは本当にき

っちりと確認してほしいです。私もいろい

ろ調べましたけれども、なかなか厳しいと

いうふうに思っております。ですので、こ

れはきっちりと調べていただいて、また教

えてください。本当に大事な話ですんで。

また、厳しい敷地の中でやった場合に、要

は、人、園児、児童生徒と車やバスとか送

迎、教員の車との動線をね、きっちりと分
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離した、こういう計画が本当に今ので確実

に建てられるのかどうか。これについての

ね、きっちりと建てるような方向で考えて

いただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  それと、また吉川中学校、ここでやると

いうことですけれども、この吉川中学校と

いうのは、現存の建物を活用してやられる

のか。それとも建てかえてやられるのか。

それはどう考えておられるのかについてお

伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  新しい保幼小中一貫校につきましては、

今の既存の施設は使わずに、全く新しく新

築したいと考えています。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  であれば、今、吉川中学校の生徒でも３

０８人いらっしゃるわけですから、この方

たちは一体どこに、その間、工事中に登校

させるのか。そんなこともね、きちっとや

っぱり考えて計画を進めていただかないと

いけないと思いますので、その辺をきっち

り考えながら進めていただきたいと思いま

すけれど、そのあたりは考えておられるの

でしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  先ほどと少し同じ答弁になるかもわかり

ませんけれども、来年度予算でお願いをし

ております基本構想等を考えていく中でで

すね、そのような子どもたちの教育をどの

ようにしていく、工事中ですね、していく

かというのも含めてですね、検討してまい

りますので、その中で一定、線が出てきま

す。そのときには議員の皆様にも御説明申

し上げたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひきっちりと検討していただきたいと

思います。この計画を進めるに当たりまし

て、やはり現場を熟知している教員とか、

小中一貫校を先行整備している能勢町の教

員とかに、十分に聴取して計画を進めてい

ただきたいと思います。やはり教員の立場

で考えた場合に、例えば小学１年生と中学

３年生が接触しないようにはどうしたらい

いのかとか、小学校は４５分授業、中学校

は５０分授業とかであれば、棟を別にする

ほうがいいのではないかとか、いろんなそ

んな考え方も出てくるのではないかと思う

んですけれども、ぜひとも、その現場を熟

知している教員、また、先行している方に

きっちりと聴取をしていただいて、計画を

進めていただきたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今回の小中一貫教育の取り組みにつきま

しては、これまでにもいろいろな答申等が

出てきましたから、その都度、先進地事例

等につきましてもですね、先進地へ行きま

して視察もし、いろいろと勉強もしてまい

ってきているところでございまして、その

ような先進の事例を十分に考慮いたしまし

てですね、基本構想にまとめていきたいと

思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 
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○２番（田中龍一君） 

  先進事例は、今お答えあったんですけれ

ども、これはやはり今現場で働いている方

の先生、この意見もきっちりと吸い上げて

ほしい。加えましてね、保護者の意見につ

いても聞いてほしい。というのは、今回、

バス通学とかも想定されています。今まで

と違ったことをされようとしていますんで、

保護者でないとわからないような視点、そ

んな気づかない視点なんかも出てくるんじ

ゃないかなと思いますので、こういったこ

とも現場を熟知している先生、また、保護

者の意見、これを早期に十分に聞いていた

だきたい。それをまたきっちりと採用しな

ければいけない意見については、反映をし

ていただきたいというふうに思っておりま

すけれども、どのように聞いて、どのよう

に反映されるのかについて、今どのように

お考えか、お願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  昨日も高尾議員から御質問ありまして、

まずは保護者のほうに御説明をさせていた

だいて、それらの意見を聞きながら、また、

地域住民の方々にも、それ以降また説明会

を持ちたいと思っております。 

  先生方については、もう既に平成２８年

６月から担当者会を開きまして、これはソ

フト面ですけれども、どのような教育をし

ていくかということで、小中一貫を念頭に

置きながら豊能町が１つということで、今

現在研修もし、あるいは先進地視察もして

いただいたり、いろいろこういうふうなこ

とを、当然これ以降も精力的にやってまい

りたいと思いますので、１つよろしく御理

解いただきましたらありがたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひ保護者の意見、また、現場の先生の

意見を聞いていただいて、しっかりとやっ

ていただきたいと思います。また意見を聞

いて、今は、その面積的にも物理的に確保

できるかどうか、これも当然きっちりと検

討していただかなければいけないですし、

それができているのか。また、本当に子ど

もたちの安全性の確保とか子どもの育ち、

これまで当然のように受けていた教育がね、

ちゃんと受けれるのかどうか、これがやっ

ぱり最優先に計画を進めてほしい。ですか

ら、小学校であれば、これまで自由にグラ

ウンドを使えていたけれども、もしこれ１

つのグラウンドを共有することになれば、

自由には使えないことにもなると思います。

また、車を気にせずに通学していた方も、

場合によったら、これは計画によったら、

その辺を気にせなあかんようなことになる

かもしれない。そんなこともあるので、そ

の辺きっちりと計画を考えていただきたい。

特に先ほど申しましたように、本当に物理

的に入るのかどうか、それと、先ほどの保

護者の意見、また、現場の先生の意見、こ

ういったことをきっちりと聞いていただい

て、もしこれ本当に変えなければいけない

ということがあれば、柔軟に計画を変える

ということも想定して、本当に子どもたち、

子どもの育ち、子どものためのことを中心

に考えていただきたいと思いますけれども、

そのあたり、これからいろいろ意見を聞き

に、変えなければいけないことがあれば、

また変えていただき、子どもたちのためを

中心とした計画にしていただけるかについ

てお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 
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  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  保護者の御意見、あるいは地域住民の

方々、そして先生方の御意見等につきまし

ては、十分に聴取させていただいて、生か

せるものはぜひ生かしていただきたいと思

っておりますし、また、今後、説明会が終

わりまして、ある一定の目途ができました

ら、また、いろんな事務的な会を設けまし

て、より一層、深まる御意見をいただきた

いというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  しっかりと聞いていただいて、子どもた

ちのために、よりよい小中一貫校を整備し

ていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  あとは給食についてですけれども、自校

方式を３５年から予定していると、３１年

から３５年までの間には、前回の質問の中

で、委託を継続するというような話があっ

たんですけれども、例えば、これから自校

方式をするんであれば、例えば、今から東

ときわ台小学校の給食室を活用するとか、

保健センターの厨房を火だけ活用するとか

いう形で、今から自分のところでつくると

いった、こんなことが想定できないかどう

かについてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  平成３５年４月に開校予定の新しい小中

学校では、自校方式でやっていくというこ

とでございます。それまでにつきまして、

中学校については、デリバリー方式を継続

をしていくということになっておりまして、

考えております。今ですね、例えば、親子

方式にするということになりますと、もう

その時点で新たな費用が、また別に設備投

資費用が発生いたします。新しい学校をつ

くっていこうとする中でですね、そのよう

な新しい設備投資費用は、極力支出を抑え

たいというところもございますので、今の

現状でいきたいと考えています。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  わかりました。 

  そうしましたら、次、５番目の第７期豊

能町高齢者福祉計画及び介護保険計画につ

いてお伺いします。 

  この中で、高齢化が進んでいくので、こ

れを事前にやはり運動していくことによっ

て介護予防、こういった考えが大事で、第

６期の中では、運動習慣の推進の項目があ

って、その中で健康づくりのために運動を

する。例えば、ウエルネスウオーキングで

あるとか、スポーツセンターシートスで運

動を実施していくということをと書いてあ

ったんですけれども、今回の計画の中では、

その実績も含めて全て落ちてしまっていま

すんですけれども、これは、やはり健康づ

くりのためには運動習慣というのは非常に

大事だと思います。まず、これが抜け落ち

ているのについてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  運動習慣、これは議員がおっしゃいます

ように、非常に大切なものだと考えてござ

います。介護予防と健康づくりということ

のくくりからいきますと、運動習慣だけで
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はなくですね、食事、それから人とのつな

がりなどなど、幾つもの要素から、介護予

防と健康づくり、これが成り立っているの

ではないかと思います。 

  議員おっしゃいましたように、確かに第

６期は、運動習慣、これを特出しをさせて

いただいて、項目を設けさせていただきま

した。 

  と言いますのも、町のほうで取り組みを

始めたところ、ウエルネスウオーキング、

これもあったものですから、特出しをさせ

ていただいて、軌道が乗るように、３年間

の計画として、書かさせていただいている

ということで、その期、その期で、第６期、

第７期、第５期ですね。その期の中で、や

はり特徴的に取り組まなきゃならないこと

については、特出しをさせていただきます

が、それを超えて、一定社会認知ができて

いるもの、これについては、やはり特出し

をするのではなしに、介護予防と健康づく

りの章の中で、リードの部分でも触れさせ

ていただいてますように、総合的な健康づ

くりについて、書いていくということで、

決して、その特出しがなくなったから、運

動習慣をやらないというようなことではご

ざいませんので、御理解いただきますよう

にお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ウエルネスウオーキングについては、３

年以上実施されて、開催回数が４０回、延

べ参加人数が２,３５７人参加されてますの

で、せめて、この実績等については、ぜひ

とも触れていただかないとおかしいと思い

ますので、それについては、強く要望いた

します。 

  次に、空き家対策の件について、移らせ

ていただきます。 

  この中で、町が空き家対策を計画をつく

られたんでございますけれども、幾つかあ

って、ちょっと時間的に厳しいんですが、

気になることはあります。 

  １つは、町内でＮＰＯをやられている方

で、非常に空き家の関係のＮＰＯ、ほかの

団体もあるんですけれども、ここは行政書

士、司法書士、税理士、宅建などの専門家

も有してないところでございます。こうい

ったとことも連携して、ぜひとも、この豊

能町やっていただきたいと思いますので、

要望いたします。 

  それと、あとは現在の豊能町で、頻発し

てます空き家がある場所の敷地内の植え込

みとか、隣家とか、道路の越境、こういっ

たことの対策について、具体的にこの計画

の中に、やはり豊能町では、こういったこ

とが多いので、触れるべきだと思いますけ

ども、ぜひこれについて、この点と先ほど

の連携について、ＮＰＯ、ほかのＮＰＯと

の空き家の連携についても触れていただき

たいと思いますので、それについてお答え

いただきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午後 １時４４分 休憩） 

（午後 １時４５分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず空き家のＮＰＯの件でございます。 

  これは、田中議員が町長をやっておられ

た平成２８年７月、このときにプロポーザ

ル方式によりまして、事業所を決定したと

いうようなことでございます。 

  町長をやっておられたので、覚えていら

っしゃると思いますけど、そのときに、ワ
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ンストップ窓口ということで、空き家バン

クとか、空き家の相談窓口を設けましょう

ということでつくったということでござい

ます。 

  ですから、ワンストップの窓口というの

で申し上げますと、ほかの団体を参入させ

るということについては、趣旨にそぐわな

いので、また利用者の方々、住民の方々も

戸惑うということもあるということでござ

いまして、新たな連携は、今のところ予定

していないということでございますが、空

き家の活用という部分について、連携でき

る部分をしていきたいというふうに思って

おります。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  御質問の空き家の敷地内に植え込みが、

隣の家に越境するとかいうのは、基本的に

は、民民で解決される問題だというふうに

理解しております。 

  町におきましては、固定資産税の納税通

知書の発行のときにおきまして、町の住宅

流通促進連携事業として実施しております

住まいの相談窓口のチラシを同封しまして、

空き家の利活用はもとより、空き家の管理

サービスを案内して、適正管理をしている

ところでございます。 

  また、町道までの越境対策としまして、

は、おのおの状況によりますけれども、通

行する車両とか歩行者などに支障がある場

合は、直接文書を持っていって、口頭で指

導したりしているのが現状でございます。 

  以前、計画設定前から、これら実施して

おりまして、御意見として承りますけれど

も、本計画に記載するというふうな予定は、

今のところございません。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  わかりました。パブリックコメント等で

も、このあたり提出させていただいており

ますので、ぜひともよろしく御検討のほど

お願いいたします。 

  今回、質問るるさせていただいて、ちょ

っと気になりましたのが、例えば、町が今

公表したと、例えば、小中学校の統廃合に

しろ、防災行政無線の方針にしろ、国保診

療所、こういったことについても、一旦町

が言ったからといって、考え直さないとい

うのは、やはり、いろんなこと、いろんな

意見を聞いて、もしこれ、やはり考え直す

べきことがあれば、やはりこれ考え直して

ほしいというふうに、そういったことをち

ょっと思いました。やはり、町として発表

したけれども、いろんな意見が出てきて、

これはやはりこう直すべきやなということ

があれば、やはり町としても考えて、直し

ていただきたい。 

  というのは、過ちというのは、早いうち

に解決すれば、これが大きくならないです

けれども、もしこれが、最初言ったからと

いって、そのまま進んでいって、大きなこ

とになる可能性もあろうかと思いますので、

ぜひともいろいろ意見を聞いていただいて、

取り入れるべきところがあれば、ぜひ取り

入れていただいて、進めていただきたい。

一度言ったから変えれないというようなこ

とではなくて、それをやはりいろんなほう

に、いろんな角度から、意見を聞いていた

だいて、考えていただいて、進めていただ

きたいと思いますので、そのあたりを強く

要望していきたいと思います。 

  本当に、いろんなことを進めていただい

ていて、非常にありがたいんですけれども、

やはり、進めるに当たっては、できるだけ
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多くの方の意見、いろんな多面的な意見を

聞いて、このまちを進めていっていただき

たいと思いますので、ぜひともそのあたり

はよろしくお願いいたしまして、私の一般

質問とさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、田中龍一議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩します。少々お待ちく

ださい。インターネットの接続のあれだけ

なんで。 

（午後 １時４９分 休憩） 

（午後 １時５０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、長澤正秀議員を指名いたします。 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  １番、長澤正秀でございます。議長の許

可をいただき、私の一般質問をさせていた

だきます。 

  前回は、トップバッターで質問させてい

ただき、今回は、一番最後の質問となりま

した。 

  他の議員と同じ質問になるかと思います

が、わかりやすい回答のほどよろしくお願

いいたします。 

  早いもので、平成も３０年になり３月に

なりました。教育力・日本一をめざす保幼

小中の教育大綱と保育所・幼稚園・小学

校・中学校の再配置、平成３５年開校予定

の保幼小中一貫校の推進、少子高齢化、人

口減少、空き家の問題、ごみの問題など、

多額の費用がかかることが山積です。 

  また、森林環境税の導入や、国民健康保

険の広域化で保険料の改定もあると思われ

ます。 

  また、北朝鮮のミサイル問題、国はミサ

イル問題の予算ぶりもあることでしょう。 

  地方創生資金の枠組みが厳しくなってい

くかもしれません。速やかに施策を進めな

ければなりません。 

  前回に引き続き、道の駅について、土地

の確保を初め、基本構想ができ上ったかを、

また確認のことを込めて、お聞きしたいと

思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  先日の全員協議会の場でも、概要版でお

示しをさせていただいたとおり、基本構想

自体は、最終調整の段階にございます。 

  土地の選定につきましても、お示しをさ

せていただいたとおりでございまして、今

後は、基本構想の最終取りまとめを行いま

して、来年度基本設計、実施設計をと進め

てまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  来年度、来年度と竣工が平成３２年竣工

予定で進んでいると思いますが、今の状態

で進めていって、時間的にも間に合うので

しょうか。 

  それとまた、安倍政権が。 

○議長（橋本謙司君） 

  一問一答。 

○１番（長澤正秀君） 

  はい。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  平成３２年度を目指して、今進めておる
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わけなんですけれども、スケジュール的に

非常にタイトだというふうに考えています。

できる限り早期に完了できるような形で進

めていきたいというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  タイトなスケジュールということですけ

ども、安倍政権が続かなければ、地方創生

の資金も厳しくなって出なくなるかもしれ

ません。なるべく早くという形で進めてい

ただきたいというのが一番の願いです。 

  それと、いろんなアイデアを集めて、前

回は、約基本で３,０００坪プラス付加施設

の広さを考慮して検討するということでし

たが、この前３月１日、全協でいただいた

資料の図面では、地図がちょうどこの庁舎、

公民館の位置ぐらいをあらわしたものだっ

たといます。確認のため、お聞かせくださ

い。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  全員協議会でお示しさせていただいたの

は、国道４２３号沿いで、形を見れば、お

のずとわかるようなところでございます。 

  広さにつきましても、今後建設準備委員

会のようなものをつくりまして、その中で

検討いただくということになりますので、

来年度中には、ほぼ固まったものをお示し

できるというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  道の駅の設置準備委員会ということを発

足されるということで、この準備委員会に

いろんな方が参加されると思いますが、実

際に道の駅をつくった方とか、携わった方、

大山さんとかいろんな方があると思います

が、そういう方を積極的に取り入れて、参

考にして、力をかしていただくという考え

を持っておられるか、お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  豊能町にとって、道の駅というのは、全

く初めてのことですし、今後、うまいこと

これを運営していくためには、今おっしゃ

いました、個人名、ちょっと私は存じ上げ

ないんですけれども、そういった方を積極

的に入っていただくというのは、当然検討

していく必要があるというふうに考えてい

ます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  いろんな方の参考になるような形で、よ

りよい道の駅という形でつくっていってい

ただきたいと思います。 

  それと、補助金とか交付金、どのような

形で使っていくかというのが考えられます。 

  道の駅のつくり方として、私が調べた中

では、一体型と単独型とかいう２つのやり

方があるようで、一体型というのは、道路

管理者とともにという形で、単独というの

は、もうこれは町単独という形で、全部つ

くってしまう形らしいですけども、そうな

ると、単独型でやる方が自由が利くとか、

一体型のほうが町の負担が少ないとか、ま

た、やり方によっては、建物を民間に任せ

て建てていただいて、それを後で町が買い

取るのか、借りる形にするのか、そういう

ふうな形のやり方もあるようですけども、
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そういうふうな進め方もまた検討されてい

るか、お聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  まず、補助金とか交付金については、将

来的に一番有利な方法、これを活用する必

要があるというのは、従来から申し上げて

いるわけでございまして、今のところ、国

の補助金、国の交付金ですね。農林関係と

あと道路系、国土交通省系と農林水産省系、

この２つがあるというふうに認識していま

す。 

  設置方法につきましても、一体型とそれ

以外ということで、何がどういうふうな影

響で、どれが一番有利なのかというのは、

今のところまだそこまで勉強していません

ので、来年度において、そういったことも

含めて、考えていきたいというふうに思っ

ています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  また来年度ということで、いろいろ検討

されると思いますが、その検討の内容につ

いて、参考にしていただいたらいいと思い

ますが、前にも話が、ほかの議員さんから

も聞きましたけども、生産者が高年齢化し

ていると、そうすると、売るものが、野菜

が間に合うのか、間に合わへんのん違うか

という話もちょっと耳に挟みました。 

  新しく生産者を確保する、または、若い

世代の人に農業を頑張ってもらうというの

もありますけども、今までつくっていただ

いた方、つくったものを車に乗せて運んで、

道の駅へ持ってくる、そういうのがちょっ

としんどくなってくるような年齢になって

いると思います。 

  そういったときには、逆に道の駅のほう

から、できた作物を回収するという方法。

そういうなんも一度考えていただきたいと

いうのもあります。そういう点で、よろし

くお願いします。 

  また、このままではなかなか先へ進まな

い場合もあるかもわかりませんけども、町

税が入るような形というので、税金が入る

よう形という、町が潤うか形を先にやって

いただきたい。何か施策をしていただきた

いと思っています。 

  次の質問に入らせていただきます。 

  今まで、ときわ台の駅前のことで、皆さ

んがときわ台の駅から仕事に行って、どん

どん人口がふえていって、皆さんが電車に

乗って、仕事に行ってた方が、もう高年齢

化になり、階段が急な階段がきつくなり、

また障害のある方や、危険性がある階段が

危ないので、待望のときわ台駅バリアフリ

ー化の工事がことしされるとお聞きしてい

ますが、能勢電との日程は決まったか、お

聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  バリアフリー化の工事は、能勢電鉄が行

うということでございます。平成３０年度

のできるだけ早い時期ということで調整し

ておりまして、できれば春から工事を始め

るということで、準備と調整を進めている

ところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  工事ですけども、工期はいつぐらいか、

それとまたこちらも町のほうの意見とか、

そういうのは聞いていただけるのかという
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形で、夏休みとか休みのときの比較的利用

者の少ない時期を選んだりとか、そういう

考慮はされているかをお聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  平成３０年度につきましては、本町は本

町で、新規で駐輪場ということで、駐輪場

の地上化の工事も予定をしております。２

つの工事をときわ台の駅で行うということ

になるわけでございまして、まずは、その

バリアフリー化の工事、エレベーターとス

ロープでございますけども、それを先に能

勢電さんにやっていただくと。その能勢電

さんの工事をやっている間は、本町が駐輪

場をつくろうとしている土地を工事用のス

トックヤードのように使うということで聞

いております。 

  そのバリアフリーの工事が終われば、駐

輪場の工事に移っていくということですの

で、お尋ねの工期はということになります

と、恐らくバリアフリーが半年、駐輪場が

半年ということで、丸一年かかるのではな

いかというような想定をしているところで

ございます。 

  それから、閑散期に工事をするのかとい

う御質問でございますが、これは、鉄道会

社でございますので、乗客の皆さんに、混

乱がないようになさるものというふうに認

識をしております。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  駐輪場の工事ですけども、駐輪場の移設

場所というのは、ストックヤードになると

いうことになってますけども、そこの場所

はどの位置になるか、お教え願いますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ときわ台の駅前に、銀行のＡＴＭがござ

いますが、その裏側、あそこ鉄道敷きなん

ですけども、そこを能勢電さんからお借り

をするということになっております。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  銀行のＡＴＭの裏側の土地ということで

すね。 

  そこは、能勢電の土地ということで、そ

れは、駐輪場をするに当たっては、無償で

豊能町に貸していただけるもんなんでしょ

うか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  有償でお借りをいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  有償ということですけども、地上の駐輪

場にするには、無料化、無人化を目的とし

て始めた計画やったと思うんですけども、

その分は有料で借りる分と、今までのよう

に人を置くのんと、どちらのほうが安くつ

くんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今現在、シルバー人材センターに駐輪場

の管理委託をしておりますけども、管理委

託料と駐輪場の売り上げの差、恐らく８０

０万円だったと思います。８００万円の赤

字が毎年発生しておったというふうに思っ
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ておりまして、今度借ります駐輪場、ちょ

っと今金額忘れてしまって申しわけないん

ですけども、数十万円だったような気がい

たしておりまして、ちょっと済みません、

金額申し上げられないですけども、その赤

字を解消するという意味からも、無人化、

無料化は有効であるというふうに思ってお

ります。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  そうすれば、地上化にするということで、

駐輪場、今の地下の駐輪場の跡は、どうい

うふうな形で、何か利用されるんですか、

お聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  今現在ある地下の駐輪場は、将来的には、

取り壊しまして、埋めて、それで、駅前ロ

ータリーに整備するというふうなことで考

えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  駅前ロータリーを改修するということで、

大きくなるというのは、これは、豊能町地

域公共交通基本構想の中で出てくる北大阪

急行の延伸工事、新しい新駅ができて、そ

こからバスをつなぐ可能性があるというこ

とで間違いないでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  お尋ねのとおりの構想を持っておりまし

て、その実現のために、駅前ロータリーを

整備するということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  駅前ロータリーを改修して、大型バスが

入ってこれるようにするという工事になる

わけですね。そうすると、工事の間という

か、アジュールときわ台のマンションの前

は、ひかり幼稚園のバスがお迎え、乗降の

場所になっていると思うんです。そういう

なんの安全面とか、またマンションの横の

とこら辺では、また吉川小学校の登校する

子どもさんが集まる場所になっているかと

思います。そういう子どもさんが集まると

ころで、また工事があるということで、安

全面の配慮というのは、工事関係者もされ

ると思いますけども、町としては、そうい

うふうなことも考えておられるか、お聞か

せください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  工事中の安全対策ということだと思うん

ですけれども、どういった工事になっても、

安全確保は最優先に考えるべきものでござ

いますし、来年度、測量実施設計業務を発

注する予定でございますので、この中で、

そういったことも合わせて検討してまいり

たいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  安全面ということで、吉川交番の信号か

ら、それとときわ台の駅前まで、途中の道

は、どうしても電柱が飛び出してあったり

とか、直角に曲がっているところが２カ所

ぐらいありますけども、その点の安全面で、
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道を広げたりとか、ほかに何か安全対策は

される予定ありますか、お聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  平成２９年度におきまして、吉川中央線

のときわ台までおりる道なんですけれども、

この改良の基本検討業務ということで、線

形の検討を行っておりまして、大型車両、

長さが１２メートルで、幅が２メートル５

０センチ、これが通行になるような線形改

良の検討を行っているところでございます。 

  ときわ台駅前の手前の道路、ここでは、

大型な線形改良を行う必要があるというふ

うに検討しているところでございまして、

これの詳細の設計とか、測量については、

来年度の予算でお願いしております、吉川

中央線の測量実施設計業務、これで実施し

ていきたいというふうに考えています。 

  なお、この工事については、早くても平

成３１年度になるのかなというふうに考え

ています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  まちをよくするための工事で、けが人と

か事故が起こらないように、それを十分気

をつけて、工事をしていただきたいと思い

ます。 

  次の質問に移らせてもらいます。 

  少子高齢化問題は、各市町村では、存続

にかかわる問題です。本町でも人口２万人

を割っているようです。日本全国の人口が

減っている中で、いかに豊能町に注目して、

関心を持っていただくかが肝心だと思いま

す。 

  いろいろな取り組みを行っていると思い

ますが、ここで１つの手段として、例えば、

出産祝い金制度を考えてみてはどうでしょ

う。 

  人口の増加をねらった出産祝い金を行っ

ている市町村も多いようです。金額は５万

円から、多いところは１００万円と幅があ

るようで、１子目からもらえるところや２

子目から、３子目からもらえるとこといろ

いろです。例に挙げれば、茨城県の河内町

は、２子目より５０万円、３子目は１００

万円、また、ほかのところでは、１子目が

５万円、２子目は５０万円、３子目は１０

０万円などと、すごい高額な祝い金、こう

いうなんで話題になったりとかしています。

このような大胆な発想は、本町にはあるで

しょうか、お聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  出産祝い金の制度、全国にあります。ど

うせやるならばということを考えますと、

出産祝い金の額を今、議員もおっしゃった

ような多額にしないとＰＲ効果がないとい

うようなふうに思っておりまして、今の財

政面から見ると、非常に困難な制度であろ

うというふうに思うわけでございますが、

ただ、もう既に導入している自治体がたく

さんございますので、その出産祝い金の制

度があることによって、出生率が上向いた

とか、転入が促進されたとか、そういう効

果があったのかどうかについては、調べて

みたいというふうに思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  そうですね。インパクトということで、

今まででないようない１子目から１００万

円とかいうのができれば、話題になったり、
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そういうのがニュースになれば、豊能町に

目が向くかなとは思います。財政の面でも

厳しいとは思いますので、その給付の仕方

とかそういうふうな形でも検討いただけれ

ばいいかなと思います。１子目から１００

万円でも、２０万円ずつ２年置き、そうい

うふうな１０年かけて１００万円を渡すと

か、そういうふうな形も考えられるかとは

思いますが、また、そんな形でも豊能町に

関心を持っていただいた方は、豊能町って

どんなとこやろうと。それで、遊びに行っ

てみようか。また、いいとこやな、住んで

みようかなと思ったときに、住める場所、

他の地域からこんなんがいいなというふう

な形の町営の住宅のような、安くて入れる

ようなとこがないか、お聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  町営住宅、入居要件のことだと思うんで

すけれども、豊能町営住宅の条例に定めて

おります要件というのは、本町内に居住す

るもの、もしくは職場を有するものでない

と入居は受付をしておりません。 

  御質問の趣旨での町営住宅は、今のとこ

ろ考えていないというところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  静粛にお願いします。 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  町営住宅という大きなものでなくても、

今の空き家対策の一環として、何かほかの

手だてはないのか、そういう考えがないか、

お聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  空き家の活用、これは非常に大事だとい

うふうに思っておりまして、空き家バンク

も設けておりますし、空き家の相談窓口と

いうようなことでやっておるわけでござい

ます。 

  ただそれを、議員おっしゃったのは、町

が借り上げて、それを貸し付けるというよ

うなことかもわかりませんが、そのような

ことではなくて、住宅を探していらっしゃ

る方と、住宅を貸したい、売りたいという

方のマッチング、これをまず進めたいとい

うふうに思っております。 

  また、別の議員の方にもお答えいたしま

したようなシェアハウスのようなことも進

めていきたいというふうに思っております

し、また、オプションつきといいますか、

農業ができる住宅とか、そういうようなこ

とも考えていきたいという、いろんなケー

スで、空き家の活用をしていきたいと思っ

ておりますけども、町が借り上げて、それ

を貸すというようなことは、今は考えてお

りません。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  国の施策というのんでしょうか、ＪＴＩ、

一般法人の移住・住みかえ支援機構、こう

いうふうなものの利用というか、町のほう

でも積極的に活用していったり、こういう

のんで皆さんに知ってもらう。町内の方で、

今は年配になって、施設に入らなくてはい

けなくなった。家を持っているけれども、

売るのもちょっと、貸すのもちょっと、ど

うしようかなと悩んでいるような方に、積

極的にアピールとか、そういうふうなのは、

町のほうからはできないものでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 
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○総務部長（内田 敬君） 

  今、御指摘の住みかえ支援機構の活用は、

視野に入れておりまして、それを活用して

いきたいと思っております。 

  住宅の所有者の年齢の制限がござい増し

たり、そのようなものはあるんですけども、

おっしゃるとおり、ＰＲをしていきまして、

住みかえ支援機構を活用できるような、そ

ういうものはやっていきたいというふうに

思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  これはまた、広報とかそういうのんで進

めていってもらえますんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  環境が整った折には、おっしゃるとおり、

積極的に広報して、空き家をお持ちの方々

に活用をしていただきたいなと思っており

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  ほかに意見として、参考にしてもらった

らいいかと思いますけど、大阪市内で、昔、

新婚さんの賃貸の補助というのがあったん

ですけれども、本町では、そういうのんは

ないでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  本町でも新婚さんに限らずでございます

けれども、定年なさった方に助成をすると

いうようなことはやったのでございますけ

ども、それが、もう一つ効果がなかったと

いうようなことで、今はやっていないとい

うようなことでございます。 

  恐らくやるならば、もっと金額、多額の

ものをするべきやったのかなと思いますけ

ども、今は、一度やってみたけど、新婚さ

ん向けだけではなかったですけども、やっ

てみたけども、効果が余りなかったと。転

入促進には至らなかったというようなこと

でございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  転入のときに届けを出したら、助成金が

何か形でいただけたということですかね。

これは期間はどれくらいでした。お聞かせ

ください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  済みません、ちょっと今、その制度する

もの、詳細については覚えておりませんけ

ども、おっしゃるとおり、転入してきた方

に助成をするという制度でございましたが、

先ほども答弁申し上げたとおり、そのこと

を目的に転入をなさった方はおられずに、

転入したとき、たまたまその助成制度があ

ったからもらえたという方、それはおられ

たとは思います。 

  けども、それを目的に転入なさった方は

おられなかったというような結果が出てお

りまして、転入促進の効果はなかったとい

うふうに判断をしております。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  あと、妊婦さんに対することなんですけ

ども、ここはどうしても交通の便が悪いこ

とが多いと思います。妊婦の方に、おでか
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けくんの利用とか、タクシーチケットか、

そういうふうな形のことは、協力や助成す

ることはできるんでしょうか、お聞かせく

ださい。 

○議長（橋本謙司君） 

  通告にありませんけども、いいですか。 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  本町のほうで、おでかけくん、これにつ

きましては、豊能町地域公共交通会議、こ

れで御意見をいただきながら、道路運送法

の市町村運営有償運送として、平成１５年

から行ってきているものでございます。 

  妊婦もおでかけくんを利用できないかと

いうことでございますが、道路運送法の施

行規則によりまして、身体障害者福祉法に

規定する身体障害者、それから、介護保険

法に規定する要支援、要介護の方々、それ

から、その他肢体不自由、内部障害、知的

障害、精神障害、その他の障害を有する方

ということで、限定しておりますので、今

のところ御利用は困難かなと考えてござい

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  今後、利用の幅を広げるという形で、一

応検討していただきたいと思います。 

  次の質問に移らせてもらいます。 

  国が導入をする森林環境税は、地球温暖

化や国土の保全のために、森林を管理を行

う目的で導入されます。 

  大阪では、既に平成２８年より平成３１

年までの期間、１年間１人３００円の森林

環境税、国と同じような名前の税金ですが、

府でも森林環境税は、徴収されているよう

です。 

  府の森林環境税は、危険・渓流・流木対

策を吉川地区で、要道、主要道路沿いにお

ける倒木の対策に、本町も国道４２３号線

沿いで、予定されています。 

  国の森林環境税は、各市町村や森林バン

クを立ち上げて、そこに国より振り分けら

れるもので、それを林業従事者の育成のた

めや補助に使い、若い林業者を育てるなど、

そういう目的で使われるということです。 

  されども、全てが森林のために使われる

とは思えないので、そこで、補助金の活用

を本町はどのように考えているか、お聞か

せください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  お尋ねの国の森林環境税でございますけ

れども、これは、中川議員からも質問いた

だいて、御答弁申し上げたんですけれども、

平成３１年度から森林環境譲与税という形

で、国内の各市町村に譲与されるものでご

ざいます。 

  その分子は、平成３６年から、国民１人

当たり１,０００円、これを税として徴収す

るというものを前倒しをして、されるとい

うふうに聞いております。 

  これを豊能町として、どのように活用す

るかということなんですが、今のところ譲

与される税というのは、目的税でございま

して、その目的に合ったものでないと使え

ないというふうなことを聞いています。 

  ただ、じゃあその目的は何なのかという

ことなんですけれども、これは、国のほう

からまだ詳細に示されておりませんで、た

だ漠然と干ばつとか、森林バンク、新たな

森林管理制度とか、そういったことで言わ

れておりまして、今のところこういったも

のに使える、あれをしたい、これをしたい

というふうなことは、まだ決めていないと
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いうところでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  府から割り当てられる森林環境税を利用

して、戸知山の整備とかはできるんでしょ

うか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  先ほど申し上げたように、森林環境譲与

税、これも使途に合うのであれば、これは

整備は可能だというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  そうすれば、戸知山の整備ということで、

古い木を伐採して、そのかわりに桜を植え

て、桜山とかそういう観光に使えるような、

そういうふうな使い方とかできないんでし

ょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  伐採する部分については、これはかなう

かもしれないんですけれども、伐採した後

に、また違う樹枝を植えるということにな

ると、山をつくる観点から申し上げればい

いのかもしれないんですけれども、その辺

の細かな国の方針、もしくは使途の概要、

こういったものが、まだ示されておりませ

んので、今、一概にできるともできないと

も申し上げるわけにはいきません。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  活用の方法というのは、まだ不透明とい

うかわかりにくいということですけども、

そういうふうな分配金の使い方で、分配金

をプールして、ある程度の金額がたまった

金額にして、何か施策事業をするというこ

とに使えれば、そういうふうな使い方を、

また今後検討していただきたいのと、観光、

そういうふうな形にも並行して使えるよう

な形をとれるようであれば、そういうのを

どんどん取り入れていっていただきたいと

思います。 

  これで、私の質問を終わらせていただき

ます。 

  済みません、続きます。続かさせていた

だきます。済みません。 

  次の質問です。去年の１２月１０日に新

名神高速道路が開通しましたので、川西の

インターから京都まで乗ってみました。 

  短時間でスムーズに、快適に行けました。

また、今月の１８日には、川西から神戸の

区間も完成し、全線開通になって、もっと

便利になると思います。新名神高槻川西の

開通後、町内の交通量の変化はありました

か。大型車両がふえているように思います

が、事故の危険性はないでしょうか、お聞

かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  交通量がふえたかということでございま

すけれども、実際に調査をしたわけではご

ざいませんけれども、ネクスコのほうは、

ネクスコ西日本が、平成２９年１２月１０

日に一部開通しました高槻ジャンクション

から川西インターの交通状況につきまして、

１２月１１日から１２月１７日の７日間、
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調査したところ、高槻ジャンクションでは

１.５％の微増というふうに調査結果をいた

だいております。 

  ３月１８日に開通予定の川西から神戸ジ

ャンクション、これが開通しますと、本町

周辺にも交通量の増加は、恐らくあるだろ

うというふうに思っています。 

  本町におきましては、新名神の開通前、

平成２９年１０月と１１月に豊能町の東と

きわ台地区、東ときわ台から箕面森町間、

それと、新光風台地区、新光風台から一庫

ダム間の町道吉川中央線で交通量調査をし

ております。 

  ３月１８日以降の開通で、この交通量が

どの程度、どういうふうに変わったのかと

いうことを把握した上で、今後の対応を考

えていかなあかんやろうなというふうに考

えています。 

  さらに、国土交通省の近畿地方整備局、

ここの協力を得まして、生活道路における

交通安全対策の一環としまして、平成３０

年度から西地区と国道４２３号沿いの、そ

れから、希望ヶ丘地区におきまして、交通

情報に関するビックデータ、こういったも

のもございまして、これをいただける登録

を行う方法で進めています。 

  この分析データから車の速度が速い場所

はどこであるとか、あと急ブレーキの発生

する場所はたくさんあるのはここだとか、

そういった統計的なデータの提供をいただ

くことになりますので、これをもとに今後

の交通安全対策も行えるのかなというふう

に思っています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  割と便利なシステムがあるみたいで、場

所が特定される、そういうふうな形で、危

険地域が目に見えるという形になると思い

ます。そういった場所に、府道とかなると、

町としてはなかなか看板とか交通規制とい

うのはできないかと思いますが、いろんな

方法を考えていただくというのんと、注意

喚起看板というのがありますね、標識じゃ

なくて。ここは危ないですよ、飛び出し危

険とかという、そういうふうな誰が見ても

わかりやすいような、ドライバーさん、こ

のごろは年配の方も多いですから、そんな

人が見て、何じゃこれはと見て、危ないん

かというふうにわかるようなものを立てる

ようなことはできないか、お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  お尋ねの規制につきましては、町のほう

ではできませんで、公安委員会の所管にな

ります。 

  ただ、飛び出しが頻繁に起こって、ヒヤ

リハットしたところがここにあるよとか、

そういったことが、情報があれば、それは

それで、注意喚起の看板は立てることはで

きると思いますけれども、ただ、注意看板

の看板を立てたために、視覚というのはふ

える可能性もありますので、そこは十分検

討した上で、対応しなければならないとい

うふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  交通量のことで、またなりますけども、

去年の台風２１号の被害で、国道の１７３

号線、篠山のとこら辺が土砂崩れのままで、

まだ工事しているようなんです。この影響

で、大阪府のホームページを見ると、迂回

道路の指示が出てます。こういうふうな形



 3－60 

で。 

  これを見ると、大型車両の推奨ルートと

いうことで、一の鳥居から４７７を通って、

亀岡も入っていくようなルートになってい

ます。こういうふうなので、ホームページ

のほうに、大型車両の推奨ルートとなって

いるんで、大型車両が通れる幅が実際ある

ので、こう認定されると思うんですけども、

やはり、一の鳥居からこの本町に入るまで

のとこというのは、川西の区域になります

けども、これはどうもくねくね曲がって、

大型車両と合うと怖い思いすることが多い

と思います。こういうなんの対応というか、

対処、注意喚起看板とかそういうのんは立

てられるでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  ４７７号の川西区域につきましては、豊

能町は道路管理者ではございません。実際、

道路を管理されているのは、兵庫県の宝塚

土木事務所というところが道路を管理され

ていますので、そこに今お願いをして、注

意喚起看板というのは、お願いできるかも

わかりませんけれども、その前に、町とし

ましても、４７７号のあのエリアにつきま

しては、４７７号の改修期成同盟会という

ふうなものをつくっておりまして、川西、

それから、豊能町、能勢町、南丹市、亀岡

市、こういうふうな団体で、構成しており

まして、年２回でありますけれども、道路

管理者に対しまして、４７７号の川西区域、

それから、川西区域の黒川と能勢町との境

エリア、それから、亀岡市内の一部分、そ

れから、南丹市のほう、豊能町も、歩道が

整備されてないところあるんですけれども、

そういったところを改修要望、陳情です、

こういったことで、お願いをしておりまし

て、規制看板というよりも、そういうふう

な要望していって、少しでも線形改良して

いただけるような形でしていくほうが、よ

り効果的かなというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  今後ともまた、町からも要望という形で

強く推していただきたいと思います。 

  これで、私の一般質問を終わらせていた

だきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、長澤正秀議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩します。もうちょっと

だけ待ってください。今、インターネット、

すぐ再開します。 

（午後 ２時３５分 休憩） 

（午後 ２時３５分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほどの管野議員への答弁で、一部訂正

の申し出がありましたので、これを許可し

ます。 

  答弁を求めます。 

  鴻野建設環境部長。 

○建設環境部長（鴻野芳樹君） 

  建設環境部鴻野でございます。午前中に

管野議員からの質問に私のお答え申し上げ

た立米ブロックにつきまして、宅造法上違

反ではないかというふうなことを指摘をい

ただきました。その点について、私のほう

から、立米ブロック１段積みまでは違反に

当たらないというふうな私認識しておった

わけなんですが、これは、正しくは、立米

ブロックを設置して、宅造法上は立米ブロ

ックを設置して、それを土台に使うという

ことは、技術基準には至らない、当たって
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いないということでございます。ただ、土

木技術的には、１段積みでとどめをするこ

とについては、計算上は大丈夫なのかもし

れませんが、宅造法上は、やはり技術基準

には合致していないということでございま

す。訂正しておわび申し上げます。どうも

済みませんでした。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、答弁の一部訂正は終わりました。 

  以上で、一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩します。再開は１４時

５０分とします。よろしくお願いします。 

（午後 ２時４０分 休憩） 

（午後 ２時５０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第２、第２号議案から第２１号議案

及び第２３号議案から第３０号議案までを

議題といたします。これに対する総括質疑

を行います。質疑内容はそれぞれの各常任

委員会及び予算特別委員会に付託いたしま

すので、大綱のみお願いをいたします。な

お、御承知ではございますが、質疑は議題

になっている事件に対して行われるもので

ありますから、現に議題になっていなけれ

ばなりません。また、議題に関係のないこ

とを聞くことはできない。このように規定

されておりますので、一般質問にならない

ように、十分に御協力いただきますよう、

お願い申し上げます。 

  なお、質問については、３回までとなっ

ていますので、よろしくお願いします。 

  初めに第２号議案から第２１号議案及び

第２３号議案までの２１件に対する質疑を

行います。 

  ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  質疑なしと認めます。 

  次に、第２４号議案から第３０号議案ま

での７件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  質疑なしと認めます。 

  以上で、総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第２４号議案から第３０号議案までは、

６名の委員をもって構成する予算特別委員

会を設置し、また、第２号議案から第２１

号議案及び第２３号議案までは、お手元に

配付しています付託表のとおり、各常任委

員及び予算特別委員会にそれぞれ付託の上、

審査することにしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第２号議案から第２１号議案及

び第２３号議案から第３０号議案まではお

手元に配付しております付託表のとおり、

各常任委員会及び予算特別委員会にそれぞ

れ付託の上、審査することに決定いたしま

した。 

  ただいま設置いたしました予算特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第

７条の規定により、予算特別委員会委員に

長澤正秀議員、中川敦司議員、管野英美子

議員、小寺正人議員、秋元美智子議員、高

尾靖子議員、以上６名をそれぞれ指名した

いと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名

の議員を予算特別委員会委員に選任するこ

とに決しました。 

  ただいま選任いたしました予算特別委員
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会委員の互選により、委員長に秋元美智子

議員、副委員長に長澤正秀議員が選出され

ました。 

  以上をもって、本日の日程は全て終了い

たしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。

次回は、３月２３日午後１時より会議を開

きます。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後２時５４分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第 ２号議案 豊能町一般職の任期付職員の採用に関する条例制定の件 

第 ３号議案 豊能町指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護 

       支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制 

       定の件 

第 ４号議案 豊能町附属機関に関する条例改正の件 

第 ５号議案 豊能町附属機関に関する条例改正の件 

第 ６号議案 豊能町附属機関に関する条例改正の件 

第 ７号議案 職員の管理職手当に関する条例改正の件 

第 ８号議案 豊能町手数料条例改正の件 

第 ９号議案 豊能町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

       に関する基準を定める条例改正の件 

第１０号議案 豊能町国民健康保険条例改正の件 

第１１号議案 豊能町国民健康保険税条例改正の件 

第１２号議案 豊能町介護保険条例改正の件 

第１３号議案 豊能町後期高齢者医療に関する条例改正の件 

第１４号議案 豊能町営住宅条例改正の件 

第１５号議案 豊能町都市公園条例改正の件 

第１６号議案 豊能町消防団員等公務災害補償条例改正の件 

第１７号議案 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに 

       伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について 

第１８号議案 町道路線の認定、廃止、一部廃止及び変更の件 

第１９号議案 平成２９年度豊能町一般会計補正予算の件 

第２０号議案 平成２９年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第２１号議案 平成２９年度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算の件 

第２３号議案 平成２９年度豊能町下水道事業特別会計補正予算の件 

第２４号議案 平成３０年度豊能町一般会計予算の件 

第２５号議案 平成３０年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定予算の 

       件 
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第２６号議案 平成３０年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定 

       予算の件 

第２７号議案 平成３０年度豊能町後期高齢者医療特別会計予算の件 

第２８号議案 平成３０年度豊能町介護保険特別会計事業勘定予算の件 

第２９号議案 平成３０年度豊能町下水道事業特別会計予算の件 

第３０号議案 平成３０年度豊能町水道事業会計予算の件 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

 

      署 名 議 員  ８番 

 

        同    ９番 

 

 

 

 


